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(57)【要約】
　最小侵襲性手術において使用するための外科手術用具
の動作のリアルタイム相関描写を生成するための描写シ
ステムは、コンピュータシステムと、３Ｄ表面データ生
成手段と、外科手術用具のリアルタイム空間位置データ
を得るための位置データ生成手段とを含む。３Ｄ表面デ
ータ生成手段および位置データ生成手段のうちの少なく
とも１つは、表面位置データ生成手段を含む。コンピュ
ータシステムは、３Ｄデータを使用して、最小侵襲性手
術空洞の表面部分のターゲット領域の３Ｄ表面外形を決
定し、空間位置データおよび表面位置データを使用して
ターゲット領域に対して外科手術用具のリアルタイム空
間的位置を決定し、最小侵襲性手術空洞の表面部分の表
面外形の上に外科手術用具のリアルタイム相対的空間位
置の描写を表す描写データを計算し、外科手術用具の動
作のリアルタイム相関描写のために描写データを表示ユ
ニットに送信する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外科手術用具の動作のリアルタイム相関描写を生成するための描写システムであって、
　前記システムは、
　表示ユニットとデータ通信するように構成されているコンピュータシステムと、
　最小侵襲性手術空洞の３Ｄ空間の中の少なくとも１つの表面部分を表す３次元（３Ｄ）
データを前記コンピュータシステムに提供するための３Ｄ表面データ生成手段であって、
前記表面部分はターゲット領域を含む、３Ｄ表面データ生成手段と、
　前記外科手術用具の少なくとも一部のリアルタイム空間位置データを得て、得られた前
記空間位置データを前記コンピュータシステムに送信するための位置データ生成手段と、
　を含み、
　前記３Ｄ表面データ生成手段および前記位置データ生成手段のうちの少なくとも１つは
、少なくとも前記ターゲット領域の表面位置データを提供するための表面位置データ生成
手段を含み、前記コンピュータシステムは、
　　前記３Ｄデータを使用して、前記最小侵襲性手術空洞の前記表面部分の前記ターゲッ
ト領域の少なくとも一部の３Ｄ表面外形を決定するようにプログラムされており、
　　前記空間位置データおよび前記表面位置データを使用して、前記少なくとも１つの表
面部分の前記ターゲット領域の少なくとも一部に対して、前記外科手術用具のリアルタイ
ム空間的位置を決定するようにプログラムされており、
　　前記最小侵襲性手術空洞の前記表面部分の前記表面外形の少なくとも一部分の上に、
前記外科手術用具の前記リアルタイム相対的空間位置の描写を表す描写データを計算する
ようにプログラムされており、
　　前記外科手術用具の動作のリアルタイム相関描写のために、前記描写データを前記表
示ユニットに送信するようにプログラムされており、
　好ましくは、前記表面外形の前記一部分は、前記相対的位置データに依存して動的に変
化する寸法を有しており、より好ましくは、前記表面外形の前記一部分は、前記一部分の
前記表面外形を反映するのに十分に大きい寸法を有している、描写システム。
【請求項２】
　前記３Ｄ表面データ生成手段は、３Ｄデータベースシステムを含み、前記３Ｄデータベ
ースシステムは、分類された最小侵襲性手術空洞のそれぞれの少なくとも１つの表面部分
に関する少なくとも１つの３Ｄデータセットを含み、各３Ｄデータセットは、前記分類さ
れた最小侵襲性手術空洞のうちの少なくとも１つの前記表面部分に関連付けられており、
好ましくは、前記コンピュータは、分類された最小侵襲性手術空洞の少なくとも１つの表
面部分に関する３Ｄデータセットを取得するように構成されている、請求項１に記載の描
写システム。
【請求項３】
　前記データベースシステムは、メモリの上に読み込まれており、前記メモリは、前記コ
ンピュータシステムとデータ通信しているか、または、前記コンピュータシステムの一部
である、請求項２に記載の描写システム。
【請求項４】
　１以上の前記３Ｄデータセットは、推定された３Ｄデータ、計算された３Ｄデータ、測
定された３Ｄデータ、または、それらの任意の組み合わせを含み、好ましくは、前記３Ｄ
データセットは、年齢、性別、体重、身長、身体回りの寸法、または、上述のものを含む
任意の組み合わせを含む患者特性などのような、患者特性にそれぞれ関連付けられている
、請求項２または３に記載の描写システム。
【請求項５】
　前記３Ｄ表面データ生成手段は、選択された患者に関する３Ｄデータを前記コンピュー
タ上に与えるためのユーザ入力データ接続を含み、前記コンピュータは、そのようなユー
ザ入力３Ｄデータを受け取るように構成されており、前記ユーザ入力３Ｄデータは、好ま
しくは、３Ｄデータセットとして、前記データベースシステムに追加され得る、請求項１
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～４のいずれか１項に記載の描写システム。
【請求項６】
　前記３Ｄ表面データ生成手段は、前記最小侵襲性手術空洞の少なくとも前記表面部分に
関する前記３Ｄデータの少なくとも一部を決定するための３Ｄ表面センサシステムと、決
定された前記３Ｄデータを前記コンピュータに送信するための送信手段とを含み、任意の
構成として、描写システムは、決定された３Ｄデータを、３Ｄデータセットとして前記デ
ータベースシステムに追加するように構成されており、好ましくは、前記コンピュータシ
ステムは、前記３Ｄ表面センサシステムから受け取られた決定された３Ｄデータを、３Ｄ
データセットとして前記データベースシステムに追加するように構成されている、請求項
１～５のいずれか１項に記載の描写システム。
【請求項７】
　前記３Ｄ表面センサシステムは、好ましくは空間的基準に関して、少なくとも１つの局
所参照センサを含み、前記少なくとも１つの局所参照センサは、好ましくは、患者の上に
、および／または、患者のための支持台（外科手術台）の上に、位置決めされるようにな
っている、請求項６に記載の描写システム。
【請求項８】
　前記３Ｄ表面データ生成手段は、前記ターゲット領域の表面位置データを提供するため
の前記表面位置データ生成手段を含み、前記表面位置データ生成手段は、前記少なくとも
１つの局所参照センサを含む、請求項７に記載の描写システム。
【請求項９】
　前記３Ｄ表面センサシステムは、３Ｄ光学センサ、音響センサ、磁気センサ、電気セン
サ、電磁センサ、または、それらの任意の組み合わせを含む、請求項６～８のいずれか１
項に記載の描写システム。
【請求項１０】
　前記３Ｄ表面センサシステムは、３Ｄ光学センサシステムを含み、前記３Ｄ光学センサ
システムは、少なくとも１つの光源および少なくとも１つの光学式読取機を含み、前記少
なくとも１つの光学式読取機は、例えば、カメラなどのような２Ｄ配列の検出器を含む画
像記録装置などであり、前記３Ｄ光学センサシステムは、好ましくは、２眼式センサシス
テムまたは多眼式センサシステムである、請求項９に記載の描写システム。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの光源は、光学的な追跡用光パターンを出射するように構成されて
おり、前記パターンは、前記表面の上に衝突したときに、並びに、前記表面から反射およ
び／または散乱したときに、前記表面の前記外形を明らかにし、それによって、前記光学
式読取機によって記録される３Ｄデータを提供する、請求項９または１０に記載の描写シ
ステム。
【請求項１２】
　前記光源は、実質的に静止した光学パターンを前記表面部分の少なくとも一部の上に出
射するようになっており、前記光学的パターン出射源は、内視鏡の上に任意に位置決めさ
れており、前記内視鏡は、前記最小侵襲性手術処置の間に実質的に静止した状態に保持さ
れるようになっており、前記光学的パターン出射源は、例えば、前記記録装置も含む内視
鏡などの上に位置決めされている、請求項９または１０に記載の描写システム。
【請求項１３】
　前記光源は、動的な光学パターンを前記表面部分の少なくとも一部の上に出射するよう
になっており、前記動的な光学パターンは、好ましくは、外科手術用具の上にのることに
よって動的になっており、前記記録装置によって記録され得る前記反射および／または散
乱したパターン（前記表面部分から反射および／または散乱した前記パターン）が、前記
外科手術用具の動作に関連して変化するようになっており、好ましくは、前記反射および
／または散乱したパターンの前記変化は、前記外科手術用具の前記動作に相関している、
請求項９～１１のいずれか１項に記載の描写システム。
【請求項１４】
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　前記光源は、前記外科手術用具に一時的にまたは恒久的に固定されており、また、前記
光源は、前記位置データ生成手段の一部を形成している、請求項１３に記載の描写システ
ム。
【請求項１５】
　前記３Ｄ表面センサシステムは、音響センサシステムを含み、前記音響センサシステム
は、少なくとも１つの音波エミッターおよび少なくとも１つの音波受信機を含み、好まし
くは、前記音響センサシステムは、２つ以上の音波受信機、例えば、２Ｄ配列の音波受信
機など、例えば、ピエゾ音波受信機を含む、請求項６～１４のいずれか１項に記載の描写
システム。
【請求項１６】
　前記音響センサシステムは、超音波センサを含む、請求項１５に記載の描写システム。
【請求項１７】
　前記３Ｄ表面センサシステムは、磁気センサシステム、例えば、磁気誘導断層撮影セン
サシステムおよび／または磁気共鳴断層撮影センサなどを含む、請求項６～１６のいずれ
か１項に記載の描写システム。
【請求項１８】
　前記３Ｄ表面センサシステムは、電気センサシステム、例えば、マイクロ機械センサシ
ステムを含む、請求項６～１７のいずれか１項に記載の描写システム。
【請求項１９】
　前記３Ｄ表面センサシステムは、Ｘ線コンピュータ断層撮影法センサ（ＣＴスキャニン
グセンサ）を含む、請求項５～１８のいずれか１項に記載の描写システム。
【請求項２０】
　前記外科手術用具の少なくとも一部のリアルタイム空間位置データを得るための前記位
置データ生成手段は、位置センサシステムを含み、前記位置センサシステムは、好ましく
は、３Ｄ光学センサ、音響センサ、磁気センサ、電気センサ、加速度計、ジャイロスコー
プ、重力計、慣性ナビゲーションシステム、局所位置決めシステム、または、それらの任
意の組み合わせを含む、請求項１～１９のいずれか１項に記載の描写システム。
【請求項２１】
　前記位置センサシステムは、センサ構成部分を含み、前記センサ構成部分は、前記外科
手術用具に接続されるか、または、前記外科手術用具に物理的に接続されているか、また
は、前記外科手術用具に一体化されるようになっている、請求項２０に記載の描写システ
ム。
【請求項２２】
　前記位置センサシステムは、好ましくは空間的基準に関して、少なくとも１つの局所参
照センサを含み、前記少なくとも１つの局所参照センサは、好ましくは、患者の上に、お
よび／または、患者のための支持台（外科手術台）の上に、位置決めされるようになって
いる、請求項２０または請求項２１に記載の描写システム。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つの参照センサは、前記局所位置決めシステムを提供し、好ましくは
、前記位置センサシステムは、複数の局所参照センサを含む、請求項２２に記載の描写シ
ステム。
【請求項２４】
　前記位置センサシステムは、前記外科手術用具のリアルタイム空間位置データを得るよ
うに、および、得られた前記空間位置データを前記コンピュータシステムに送信するよう
に構成されており、前記リアルタイム空間位置データは、Ｘ－Ｙ－Ｚ次元空間の中のリア
ルタイム空間位置データの形態をしている、請求項２０～２３のいずれか１項に記載の描
写システム。
【請求項２５】
　前記位置センサシステムは、少なくとも１つの距離センサ、例えば、短距離レーザを利
用したセンサなど、例えば、SICK AG,Germanyによって提供されるようなものを含む、請
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求項２０～２４のいずれか１項に記載の描写システム。
【請求項２６】
　前記リアルタイム空間位置データは、３Ｄ空間の中の少なくとも１つの表面部分を表す
前記３Ｄデータに相関した位置データを含み、好ましくは、前記リアルタイム空間位置デ
ータは、前記外科手術用具または前記外科手術用具の前記少なくとも１つの部分から、前
記表面部分への、好ましくは、前記表面部分の前記ターゲット領域への、より好ましくは
、前記用具の配向方向に相関した前記表面部分の一地点への距離を決定することを含み、
前記用具の前記配向方向は、前記用具がそれを通して挿入される前記最小侵襲性手術空洞
の中へのアクセス開口部と、前記空洞の中への前記用具の最も遠い延在部と、から決定さ
れる、請求項２０～２５のいずれか１項に記載の描写システム。
【請求項２７】
　前記３Ｄ表面センサシステムおよび前記位置センサシステムは、複合型の３Ｄ表面およ
び位置センサシステムを形成するために、少なくとも部分的に一体化されている、請求項
２０～２６のいずれか１項に記載の描写システム。
【請求項２８】
　前記コンピュータシステムは、前記３Ｄ表面データ生成手段とデータ接続しており、ま
た、前記３Ｄ表面データ生成手段から、最小侵襲性手術空洞の３Ｄ空間の中の少なくとも
１つの表面部分を表す前記３Ｄデータを取得するように構成されており、好ましくは、前
記コンピュータシステムは、ユーザインターフェースを介して、前記３Ｄデータを取得す
るための指示を受け取るように構成されており、また、そのような指示を受け取ると、前
記３Ｄデータを取得するように構成されている、請求項１～２７のいずれか１項に記載の
描写システム。
【請求項２９】
　前記コンピュータシステムは、１つのユーザ手順に関して、単一の時間データパッケー
ジの中の最小侵襲性手術空洞の３Ｄ空間の中の少なくとも１つの表面部分を表す前記３Ｄ
データを取得するように構成されている、請求項２８に記載の描写システム。
【請求項３０】
　前記コンピュータシステムは、１つのユーザ手順に関して、最小侵襲性手術の３Ｄ空間
の中の少なくとも１つの表面部分を表す３Ｄデータパッケージを連続して取得することに
よって、前記３Ｄデータを取得するように構成されており、連続して取得された前記３Ｄ
データパッケージは、好ましくは、タイムリーに更新される３Ｄデータ、および／または
、連続して取得された前記３Ｄデータパッケージのそれぞれに関する３Ｄ空間の中の少な
くとも１つの追加的な表面部分を表す３Ｄデータを含む、請求項２８に記載の描写システ
ム。
【請求項３１】
　前記コンピュータシステムは、前記位置データ生成手段とデータ通信しており、また、
前記外科手術用具の少なくとも一部の得られた前記リアルタイム空間位置データをリアル
タイムに取得するように構成されており、好ましくは、前記コンピュータシステムは、ユ
ーザインターフェースを介して、前記空間位置データを取得するための指示を受け取るよ
うに構成されており、また、そのような指示を受け取ると、前記空間位置データを取得す
るように構成されている、請求項１～３０のいずれか１項に記載の描写システム。
【請求項３２】
　前記コンピュータシステムは、前記３Ｄ表面データ生成手段および前記位置データ生成
手段を制御するように構成されており、好ましくは、前記コンピュータは、ユーザインタ
ーフェースを介して、ユーザプロセスを実行するための指示を受け取るように構成されて
おり、また、前記指示に基づいて、必要とされる前記データを前記３Ｄ表面データ生成手
段および前記位置データ生成手段から取得し、終了信号が前記コンピュータに送信される
まで、ユーザ手順を実行する、請求項１～３１のいずれか１項に記載の描写システム。
【請求項３３】
　前記システムは、前記外科手術用具の少なくとも一部のリアルタイム空間的配向データ
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を得て、得られた前記空間的配向データを前記コンピュータシステムに送信するための、
配向データ生成手段をさらに含み、前記コンピュータシステムは、
　　前記空間的配向データを使用して、前記外科手術用具のリアルタイム空間的配向を決
定するようにプログラムされており、
　　前記最小侵襲性手術空洞の前記表面部分の前記表面外形の少なくとも一部分の上に、
前記外科手術用具の前記リアルタイム空間的配向の描写を表す描写データを計算するよう
にプログラムされており、
　　前記外科手術用具の動作のリアルタイム相関描写のために、前記描写データを前記表
示ユニットに送信するようにプログラムされている、請求項１～３２のいずれか１項に記
載の描写システム。
【請求項３４】
　前記最小侵襲性手術空洞の前記表面部分の前記表面外形の少なくとも一部分の上に、前
記外科手術用具の前記リアルタイム相対的空間位置および前記リアルタイム空間的配向の
描写を表す前記描写データは、前記表面外形の少なくとも一部分の上に、前記外科手術用
具の前記リアルタイム相対的空間位置および前記リアルタイム空間的配向の関連の描写を
表す描写データを含む、請求項３３に記載の描写システム。
【請求項３５】
　前記表面外形の少なくとも一部分の上の前記外科手術用具の前記リアルタイム相対的空
間位置および前記リアルタイム空間的配向の前記関連の描写は、前記外科手術用具の前記
リアルタイム空間的配向と協調した方向に、前記表面外形上への前記リアルタイム相対的
空間位置の描写を含む、請求項３４に記載の描写システム。
【請求項３６】
　前記配向データ生成手段は、配向センサを含み、前記配向センサは、前記外科手術用具
に接続されているか、または、前記外科手術用具と一体化されており、前記配向センサは
、好ましくは、少なくとも１つの距離センサ、例えば短距離レーザを利用したセンサなど
、例えばSICK AG,Germanyによって提供されるものを含み、前記少なくとも１つの方向セ
ンサは、好ましくは、前記外科手術用具に対して遠位方向にレーザ光を出射するように装
着されており、好ましくは、前記外科手術用具の長手方向に対して実質的に平行に配向さ
れている、請求項３３～３５のいずれか１項に記載の描写システム。
【請求項３７】
　前記位置データ生成手段および前記配向データ生成手段は、複合型の位置データおよび
配向データ生成手段に少なくとも部分的に一体化されている、請求項３３～３６のいずれ
か１項に記載の描写システム。
【請求項３８】
　前記最小侵襲性手術空洞の前記表面部分の決定された前記３Ｄ表面外形上への、前記外
科手術用具の前記リアルタイム相対的空間位置の描写を表す前記描写データは、動的なパ
ターン表現、色表現の動的なスケーリング、動的な概略的表現、動的なグラフィック表現
、および／または、動的な拡張現実表現の描写をコード化する描写データを含み、好まし
くは、コード化された前記描写は、前記外科手術用具の画像ではない正確な描写を含む、
請求項１～３７のいずれか１項に記載の描写システム。
【請求項３９】
　前記描写データは、動的なパターン表現の描写をコード化するデータを含み、前記動的
なパターン表現は、決定された前記３Ｄ表面外形上に衝突する出射された光パターンに似
ているバーチャルパターンの描写を含み、前記バーチャルパターンは、好ましくは、アー
チ形状の線、環状の線、または複数の角度付きの線のうち少なくとも１つを含む、請求項
３８に記載の描写システム。
【請求項４０】
　前記動的なパターン表現は、決定された前記３Ｄ表面外形上への前記バーチャルパター
ンの描写を含み、前記描写が、前記バーチャルパターンの動的な修正を含むようになって
おり、前記動的な修正は、前記外科手術用具の決定された前記リアルタイム空間的位置に
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相関している、請求項３８または請求項３９に記載の描写システム。
【請求項４１】
　前記描写は、色表現の動的なスケーリングの描写を含み、前記色表現の動的なスケーリ
ングは、決定された前記３Ｄ表面外形に対する前記外科手術用具の決定された前記リアル
タイム空間的位置の視覚的な色付きの表現を含み、その着色は、決定された前記３Ｄ表面
外形に対する前記外科手術用具の前記動作によって引き起こされる前記空間位置および任
意の配向の変化に相関して動的に修正される、請求項３８または請求項４０に記載の描写
システム。
【請求項４２】
　前記描写は、動的な概略的表現を含み、前記動的な概略的表現は、決定された前記３Ｄ
表面外形に対する前記外科手術用具の決定された前記リアルタイム空間的位置の図表示を
含み、前記図表示は、決定された前記３Ｄ表面外形に対する前記外科手術用具の前記動作
によって引き起こされる前記空間位置および任意の配向の変化に相関して動的に修正され
る、請求項３８～４１のいずれか１項に記載の描写システム。
【請求項４３】
　前記描写は、動的なグラフィック表現の描写を含み、前記動的なグラフィック表現は、
決定された前記３Ｄ表面外形に対する前記外科手術用具の決定された前記リアルタイム空
間的位置のグラフィック表現を含み、前記グラフィック表現は、決定された前記３Ｄ表面
外形に対する前記外科手術用具の前記動作によって引き起こされる前記空間位置および任
意の配向の変化に相関して動的に修正される、請求項３８～４２のいずれか１項に記載の
描写システム。
【請求項４４】
　前記描写は、動的な拡張現実表現の描写を含み、前記動的な拡張現実表現は、決定され
た前記３Ｄ表面外形に対する前記外科手術用具の決定された前記リアルタイム空間的位置
の拡張現実表現を含み、前記拡張現実表現は、決定された前記３Ｄ表面外形に対する前記
外科手術用具の前記動作によって引き起こされる前記空間位置および任意の配向の変化に
相関して動的に修正される、請求項３８～４３のいずれか１項に記載の描写システム。
【請求項４５】
　前記描写は、ビープ音などのような音描写を含み、音色およびビープレートのうち少な
くとも一方は、前記外科手術用具と前記表面部分の間の相対的距離に相関している、請求
項３８～４３のいずれか１項に記載の描写システム。
【請求項４６】
　計算された前記描写データは、前記表示ユニットの上で変位させられるように構成され
ており、前記表示ユニットは、２Ｄスクリーン、３Ｄスクリーン、プロジェクタシステム
（例えば、拡張型プロジェクタシステムなど）、ウェアラブル表示ユニット（ゴーグル）
、または、それらの任意の組み合わせから選択される、請求項１～４５のいずれか１項に
記載の描写システム。
【請求項４７】
　計算された前記描写データは、スクリーンなどのようなピクセルベースの表示ユニット
のためのピクセルデータを含み、前記ピクセルデータは、好ましくは、少なくとも１６ビ
ットパーピクセル（ｂｐｐ）、例えば、少なくとも２０ｂｐｐなどを含む、ハイカラーま
たはトゥルーカラーを表示するのに好ましい、赤－青－緑ピクセルデータを含む、請求項
１～４６のいずれか１項に記載の描写システム。
【請求項４８】
　前記最小侵襲性手術空洞の前記表面部分の決定された前記３Ｄ表面外形上への、前記外
科手術用具の前記リアルタイム空間位置の描写を表す前記描写データの前記ピクセルデー
タは、決定された前記３Ｄ表面外形に対する前記外科手術用具の前記動作によって引き起
こされる前記空間位置および任意の配向の変化に相関して動的に修正され、好ましくは、
計算された前記描写データは、２Ｄ表示、例えば、少なくとも約１０００ピクセルの２Ｄ
表示など、例えば、任意にサブピクセルを含む少なくとも１０，０００ピクセルの２Ｄ表
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示などのためのピクセルデータを含む、請求項４６に記載の描写システム。
【請求項４９】
　前記表示ユニットは、前記描写システムの一部であり、前記表示ユニットは、好ましく
は、２Ｄスクリーン、３Ｄスクリーン、プロジェクタシステム（例えば、拡張型プロジェ
クタシステムなど）、ウェアラブル表示ユニット（ゴーグル）、または、それらの任意の
組み合わせから選択される、請求項１～４８のいずれか１項に記載の描写システム。
【請求項５０】
　前記描写システムは、リアルイメージングシステムを含み、前記リアルイメージングシ
ステムは、前記最小侵襲性手術空洞の前記少なくとも１つの表面部分のリアルイメージン
グのためのリアルイメージングデータを生成するように構成されており、前記リアルイメ
ージングシステムは、２Ｄリアルイメージングシステム、３Ｄリアルイメージングシステ
ム、バーチャルリアリティーリアルイメージングシステム、拡張現実リアルイメージング
システム、または、それらの任意の組み合わせである、請求項１～４９のいずれか１項に
記載の描写システム。
【請求項５１】
　前記リアルイメージングシステムは、前記最小侵襲性手術空洞の前記少なくとも１つの
表面部分の少なくとも１つのリアルイメージを取得するための画像記録装置（カメラ）を
含み、前記画像記録装置は、好ましくは、内視鏡の一部であり、前記画像記録装置は、好
ましくは、好ましくは前記最小侵襲性手術空洞の前記少なくとも１つの表面部分のリアル
タイムイメージを取得するビデオスコープである、請求項５０に記載の描写システム。
【請求項５２】
　前記画像記録装置は、ピクセル検出器の形態の２Ｄ配列の検出器を含む２Ｄ記録装置で
あり、好ましくは、前記画像記録装置は、少なくとも１０００ピクセル、例えば、少なく
とも１０，０００ピクセルなどを含み、好ましくは、前記画像記録装置は、少なくとも１
メガピクセルを含むメガピクセル記録装置である、請求項５１に記載の描写システム。
【請求項５３】
　前記画像記録装置は、ピクセル検出器の形態の３Ｄ配列の検出器を含む３Ｄ記録装置で
あり、好ましくは、前記画像記録装置は、少なくとも１０００ピクセル、例えば、少なく
とも１０，０００ピクセルなどを含み、好ましくは、前記画像記録装置は、少なくとも１
メガピクセルを含むメガピクセル記録装置である、請求項５１に記載の描写システム。
【請求項５４】
　前記画像記録装置は、前記最小侵襲性手術空洞の３Ｄ空間の中の前記少なくとも１つの
表面部分を表す前記３次元（３Ｄ）データを前記コンピュータシステムに提供するための
前記３Ｄ表面データ生成手段の少なくとも一部を構成している、請求項５１～５３のいず
れか１項に記載の描写システム。
【請求項５５】
　前記描写システムは、前記最小侵襲性手術空洞の前記少なくとも１つの表面部分のリア
ルイメージングを提供するために前記表示ユニットに前記リアルイメージングデータを送
信するように構成されており、前記リアルイメージングは、好ましくは、取得された前記
イメージを表示することを含む、請求項５０～５４のいずれか１項に記載の描写システム
。
【請求項５６】
　前記描写システムは、前記最小侵襲性手術空洞の前記少なくとも１つの表面部分の前記
リアルイメージング、および、共通の表示ユニットによる前記外科手術用具の動作の前記
リアルタイム相関描写を表示するように構成されている、請求項５０～５５のいずれか１
項に記載の描写システム。
【請求項５７】
　前記描写システムは、前記最小侵襲性手術空洞の前記少なくとも１つの表面部分の前記
リアルイメージングを表示し、並びに、前記リアルイメージング上において、前記最小侵
襲性手術空洞の前記表面部分の前記表面外形上に、前記外科手術用具の前記リアルタイム
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相対的空間位置の前記描写を表示するように構成されており、好ましくは、前記最小侵襲
性手術空洞の前記表面部分の前記表面外形上への前記外科手術用具の前記リアルタイム相
対的空間位置の前記描写は、前記最小侵襲性手術空洞の前記少なくとも１つの表面部分の
前記リアルイメージング上に投影されており、前記最小侵襲性手術空洞の前記表面部分の
前記表面外形上への前記外科手術用具の前記リアルタイム相対的空間位置の前記描写は、
好ましくは、前記最小侵襲性手術空洞の前記少なくとも１つの表面部分の前記リアルイメ
ージングに対して少なくとも部分的に透明になっている、請求項５０～５６のいずれか１
項に記載の描写システム。
【請求項５８】
　前記描写システムは、ロボットコントローラを含み、前記ロボットコントローラは、前
記コンピュータシステムとデータ接続しているか、または、前記コンピュータシステムと
一体化されており、前記ロボットコントローラは、好ましくは、前記３Ｄ表面データ、前
記リアルタイム空間位置データ、および、好ましくは前記リアルタイム配向データ、並び
に、任意の派生データ（例えば、前記描写データなど）を含む、前記データを受け取るよ
うに構成されており、前記ロボットコントローラは、最小侵襲性手術処置を実施するため
の前記外科手術用具を操作するためのロボットを制御するように構成されている、請求項
１～５７のいずれか１項に記載の描写システム。
【請求項５９】
　前記ロボットコントローラは、前記データを前記コンピュータシステムから取得するよ
うに構成されている、請求項５８に記載の描写システム。
【請求項６０】
　前記ロボットコントローラは、指導担当（アシスタント外科医）から指示を受け取るよ
うに構成されており、前記コントローラは、好ましくは、デジタルユーザインターフェー
スを介したデータ入力によって、および／または、口頭での指示によって、指導担当から
指示を受け取るように構成されており、前記ロボットコントローラは、好ましくは、前記
指導担当の指示に応答して、前記外科手術用具の動作を修正するように構成されている、
請求項５８または請求項５９に記載の描写システム。
【請求項６１】
　描写システムは、前記ロボットコントローラを介して、最小侵襲性手術処置を実施する
ために前記外科手術用具を操作するための前記ロボットを制御すること、および、前記描
写データを前記表示ユニットに送信することを同時に行うように構成されており、前記描
写は、前記ロボットによる前記外科手術用具の前記動作のリアルタイム相関描写を含む、
請求項５８～６０のいずれか１項に記載の描写システム。
【請求項６２】
　前記コンピュータシステムは、メモリを含み、また、性能データセットを記憶するよう
に構成されており、各性能データセットは、最小侵襲性処置に関連付けられた性能データ
を含み、前記性能データは、好ましくは、少なくとも、前記最小侵襲性処置のための前記
位置データを含み、および、好ましくは、前記最小侵襲性処置のための前記３Ｄデータ、
前記配向データ、前記描写データのうちの少なくとも１つ、または、それらの任意の組み
合わせを含む、請求項１～６１のいずれか１項に記載の描写システム。
【請求項６３】
　前記コンピュータシステムは、前記各性能データセットを分析するようにプログラムさ
れており、並びに、好ましくは、前記各最小侵襲性処置のフィードバック評価を、表示手
段、例えば、前記表示ユニットおよび／またはプリンタなどに送信するようにプログラム
されている、請求項６２に記載の描写システム。
【請求項６４】
　前記コンピュータシステムは、選択された性能セットに対して改善された性能データセ
ットを決定するようにプログラムされており、並びに、前記データの少なくとも一部、例
えば、前記改善された性能データセットの描写データなどを、表示手段、例えば、前記表
示ユニットおよび／またはプリンタなどに送信するようにプログラムされており、好まし
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くは、前記コンピュータは、前記選択された性能セットに関する前記改善された性能デー
タセットと前記選択された性能セットとを比較し、データの相違を決定し、表示手段、例
えば、前記表示ユニットおよび／またはプリンタなどに、前記データの相違を送信するよ
うにプログラムされている、請求項６２または請求項６３に記載の描写システム。
【請求項６５】
　前記コンピュータシステムは、好ましくは、ユーザから要求があったときに、前記１つ
以上の性能データセットのうちの選択されたデータを、表示手段、例えば、前記表示ユニ
ットおよび／またはプリンタなどに送信するようにプログラムされている、請求項６２～
６４のいずれか１項に記載の描写システム。
【請求項６６】
　前記描写システムは、トレーニングモードで動作するように構成されており、前記外科
手術用具はトレーニング用具であり、前記描写システムは、そのトレーニングモードで動
作しているときに、前記最小侵襲性手術空洞の前記表面部分の前記表面外形の少なくとも
一部分の上に前記トレーニング用具の前記リアルタイム相対的空間位置のトレーニング描
写を表すトレーニング描写データを決定するように構成されているとともに、前記トレー
ニング用具の動作のリアルタイム相関描写のために前記表示ユニットに前記トレーニング
描写データを送信するように構成されており、前記トレーニング用具は、任意の、人工の
用具または本物の外科手術用具である、請求項６２～６５のいずれか１項に記載の描写シ
ステム。
【請求項６７】
　前記位置データ生成手段は、前記トレーニング用具の少なくとも一部のリアルタイム空
間位置データを得て、得られた前記空間位置データを前記コンピュータシステムに送信す
るように構成されており、前記コンピュータシステムは、
　　前記最小侵襲性手術空洞の前記表面部分の前記表面外形の少なくとも一部分の上に、
前記トレーニング用具の前記リアルタイム相対的空間位置の前記トレーニング描写を表す
前記トレーニング描写データを計算するようにプログラムされており、
　　前記トレーニング用具の動作のリアルタイム相関描写のために、前記表示ユニットに
前記トレーニング描写データを送信するようにプログラムされている、請求項６６に記載
の描写システム。
【請求項６８】
　前記コンピュータシステムは、同じまたは対応する最小侵襲性手術空洞に関して、記憶
された性能データセットの前記トレーニング描写データおよび関連の性能描写データを送
信するように構成されており、好ましくは、前記トレーニング描写データに対する前記性
能描写データの比較評価を実施するように構成されており、好ましくは、前記トレーニン
グ描写データおよび関連の性能描写データの送信は、タイムリーに関連付けられる、請求
項６６または請求項６７に記載の描写システム。
【請求項６９】
　前記コンピュータシステムは、（例えば、指導担当外科医またはトレーニングデータベ
ースからの）指導担当の入力を受け取り、前記指導担当の入力に基づいて指導担当描写デ
ータを決定するように構成されており、また、前記指導担当描写データを前記表示ユニッ
トに送信するように構成されており、好ましくは、デジタルユーザインターフェースを介
して、または、口頭での指導担当の入力によって、前記コンピュータは、トレーニングデ
ータベースから前記指導担当の入力を取得するように構成されており、前記指導担当の入
力は、任意の指導担当の指示である、請求項１～６８のいずれか１項に記載の描写システ
ム。
【請求項７０】
　前記コンピュータシステムは、別々にまたは組み合わせられた描写で表示される前記表
示ユニットに、前記描写データおよび前記指導担当描写データを送信するように構成され
ている、請求項７０に記載の描写システム。
【請求項７１】
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　前記コンピュータシステムは、例えば、並列構成などで、別々に表示される前記表示ユ
ニットに、前記トレーニング描写データおよび／または前記指導担当描写データおよび前
記関連の性能描写データを送信するように構成されている、請求項６６～７０のいずれか
１項に記載の描写システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、最小侵襲性手術の間に外科手術用具の動作のリアルタイム描写を生成し、そ
れによって、視覚的におよびリアルタイムに、外科手術用具の位置についての情報を外科
医に提供するための描写システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ここ数年、従来の直視下手術と比較したときの利益により、最小侵襲性手術がますます
使用されている。その理由は、それが、患者組織に対する外傷を低減させ、より小さい傷
跡を残し、手術後の痛みを最小化し、患者のより早い回復を可能にするからである。
【０００３】
　例えば、最小侵襲性手術の典型的な形態である腹腔鏡手術において、外科医は、一連の
小さい切開部を通して、腹腔または骨盤腔などのような体腔にアクセスする。腹腔鏡は、
切開部を通して挿入され、従来は、モニターに接続され、それによって、外科医が腹腔ま
たは骨盤腔の内側を見ることが可能になる。外科的処置を実施するために、外科手術器具
は、他の切開部を通して挿入される。それに加えて、手術部位の周りの体腔を流体、好ま
しくはガス、例えば二酸化炭素によって膨張させて、体腔内に「空気」の空間を生成させ
、外科医が手術部位を視認して腹腔鏡器具を移動させるための空間を作るようになってい
る。
【０００４】
　侵襲性の外科的処置は、一般的に、患者の皮膚の中の開口部（比較的に小さい開口部で
あることが多い）を通して実施され、手術部位は、内視鏡などのようなカメラを体腔の中
へ挿入し、スクリーンの上に画像を表示することによって、外科医のために可視化される
。
【０００５】
　外科医のための映像を改善するために、とりわけ、外科医が手術部位の中のさまざまな
器官、組織、および、他の構造体の寸法を決定することをより容易にするために、いくつ
かのインサイチュ外科的計量学（in-situ surgical metrology）方法が、先行技術におい
て提供されてきた。異なるタイプの光学的なシステムが、手術部位の改善された映像を提
供するために適用されており、それは、３Ｄ映像に近づいている。
【０００６】
　特許文献１は、内視鏡的な寸法測定値を決定するための装置を開示しており、この装置
は、実際の寸法測定値および基準を有する形状を含む手術部位に光パターンを投影するた
めの光源と、投影された光パターンの実際の寸法測定値を手術部位と比較することによっ
て、手術部位の上の投影光パターンを分析するための手段とを含む。
【０００７】
　特許文献２は、画像を生成するためのシステムを開示しており、このシステムでは、外
科医が、手術野にパターンをマークするために非可視光を使用することによって、手術野
の中の構造体の寸法または構造体同士の間の距離を測定するために画像を使用することが
できる。このシステムは、第１のカメラと、第２のカメラと、人間の目に見えない周波数
の光を作り出す光源と、非可視光源から所定のパターンの光を投影する分散ユニットと、
所定のパターンの非可視光をターゲット領域の上に投影する器具と、可視光を第１のカメ
ラに導き、所定のパターンの非可視光を第２のカメラに導くバンドパスフィルターとを含
み、第２のカメラが、ターゲット領域および所定のパターンの非可視光を画像化し、３次
元の画像をコンピュータで計算する。
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【０００８】
　特許文献３は、内視鏡外科的ナビゲーションシステムが、追跡サブシステムを含み、内
視鏡処置の間に可撓性の内視鏡の位置および配向を表すデータを入手し、手術中のおよび
／または手術前のスキャンイメージとともにライブ内視鏡ビデオの重ね合わせを可能にす
ることを開示している。内視鏡の位置および配向は、内視鏡の上に配設されている１つ以
上のセンサおよび／または他の信号生成素子を使用して検出される。
【０００９】
　特許文献４は、医師が外科手術のために複数の器具を使用すると同時にそれらの器具の
ためのイメージガイダンスデータを提供することを可能にするための、イメージガイド外
科手術のための方法、システム、デバイス、およびコンピュータ可読媒体を開示している
。
【００１０】
　特許文献５は、器具の配向支援および表示のためのシステムを開示しており、器具は、
自然にまたは人工に作り出された中空の空洞（人間、動物、物体）の中に挿入されるか、
または、その中に存在しており、また、１つ以上のセンサユニットを装備している。１つ
以上のセンサユニットを装備している器具の３Ｄ位置の複数の測定は、測定システムを位
置決めすることによって実施され、身体の中の器具の正確な配向および位置決めがコンピ
ュータ計算され得る。３Ｄ位置データは、器具のバーチャルイメージを同期的にコンピュ
ータ計算するために使用される。次いで、バーチャルイメージは、人の身体表面の上の正
確な位置に直接的に投影されるか、または、モニターの上の身体表面イメージ（患者の現
実のビデオカメライメージ）の中に組み合わせられもしくは重ね合わせられる（仮想また
は拡張現実）。
【００１１】
　また、患者の空洞表面または器官への最小距離を決定するために、患者器官の内部構造
体の改善された視野を提供するための手術空洞の拡張現実映像を生成することが提案され
てきた（そのようなシステムは、非特許文献１および非特許文献２の記事に説明されてい
る）。
【００１２】
　特許文献６は、オペレータが人間の身体の腹腔鏡手術を実施することを支援するための
外科的追跡システムを開示している。外科的追跡システムは、ａ）人間の身体の中の外科
的環境のリアルタイムイメージを取得するようになっている少なくとも１つの内視鏡と、
ｂ）腹腔鏡手術の間に内視鏡の空間位置を制御するようになっている操縦サブシステムと
、ｃ）操縦サブシステムと通信している追跡サブシステムであって、追跡サブシステムは
、操縦システムを制御するようになっており、内視鏡の空間位置を関心の領域に導いて修
正するようになっている、追跡サブシステムとを含む。このシステムは、外科手術用具の
動作のリアルタイム相関イメージを生成する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１３／０２９６７１２号明細書
【特許文献２】国際公開第２０１３／１６３３９１号
【特許文献３】米国特許出願公開第２００８０７１１４０号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２０１０２６８０６７号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２０１１０６９１５９号明細書
【特許文献６】米国特許出願公開第２０１４１６３３５９号明細書
【非特許文献】
【００１４】
【非特許文献１】ステファンニコラウら（Stephane Nicolau et al.）による「腹腔鏡外
科的腫瘍学における拡張現実（Augmented reality in laparoscopic surgical oncology
）」（Surgical Oncology 20 (2011) 189-201）
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【非特許文献２】チョイヒュンソクら（Choi Hyunseok et al.）による「拡張現実ベース
の外科的ナビゲーションにおける深さ認識のための効果的な可視化技法（An effective v
isualization technique for depth perception in augmented reality-based surgical 
navigation)」(The international journal of medical robotics and computer assiste
d surgery, 2015 May 5. doi: 10.1002/rcs.l657）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明の目的は、最小侵襲性手術の間に、体腔の少なくとも一部の良好な視認性を提供
するための代替的なシステムを提供することであり、とりわけ、手術部位に対する外科手
術器具の位置について良好な視覚的情報を外科医に提供することに関する。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　この目的および他の目的は、特許請求の範囲に定義されているような、および、本明細
書で以下に説明されているような、本発明またはその実施形態によって解決される。
　本発明またはその実施形態は、複数の追加的な利点を有するということが見出され、そ
れは、以下の説明から当業者に明らかになる。
【００１７】
　本発明の描写システムは、例えば、外科医または外科手術を実施するためにトレーニン
グしている人などのユーザに、驚くほど良好な視認性を提供することができるということ
を示す。ある実施形態では、本発明のシステムは、外科手術用具を画像化するというより
もむしろ、外科手術用具の位置の投影を含む描写を提供することを目指している。それに
よって、ユーザに対して、単一の描写の中に大量の情報を提供することができる。単一の
描写が、大量の情報をユーザに提供することができ、また、本発明は、さらに以下に説明
されているように、２つ以上の描写またはイメージを生成するシステムを含む。
【００１８】
　本発明の描写システムは、外科手術用具の動作のリアルタイム相関描写を生成するのに
適している。
　システムは、表示ユニットとデータ通信するように構成されているコンピュータシステ
ムと、最小侵襲性手術空洞の３Ｄ空間の中の少なくとも１つの表面部分を表す３次元（３
Ｄ）データをコンピュータシステムに提供するための３Ｄ表面データ生成手段であって、
表面部分は、ターゲット領域を含む、３Ｄ表面データ生成手段と、外科手術用具の少なく
とも一部のリアルタイム空間位置データを得て、得られた空間位置データをコンピュータ
システムに送信するための、位置データ生成手段と、を含む。
【００１９】
　３Ｄ表面データ生成手段および位置データ生成手段のうちの少なくとも１つは、少なく
ともターゲット領域の表面位置データを提供するための表面位置データ生成手段を含む。
　コンピュータシステムは、３Ｄデータを使用して、最小侵襲性手術空洞の表面部分のタ
ーゲット領域の少なくとも一部の３Ｄ表面外形を決定するようにプログラムされており、
空間位置データおよび表面位置データを使用して、少なくとも１つの表面部分のターゲッ
ト領域の少なくとも一部に対して、外科手術用具のリアルタイム空間的位置を決定するよ
うにプログラムされており、最小侵襲性手術空洞の表面部分の表面外形の少なくとも一部
分の上に、外科手術用具のリアルタイム相対的空間位置の描写を表す描写データを計算す
るようにプログラムされており、外科手術用具の動作のリアルタイム相関描写のために、
描写データを表示ユニットに送信するようにプログラムされている。
【００２０】
　コンピュータシステムは、無線、有線またはインターネットのうち少なくとも１つを介
してデータ接続している、単一のコンピュータまたは複数のコンピュータを含んでもよい
。
【００２１】
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　最小侵襲性手術空洞は、患者または人工の空洞であってもよい。一般的に、人工の空洞
は、トレーニング手順において有用である。他の手順において、および、比較的に経験の
乏しい外科医の監視された手順において、最小侵襲性手術空洞は、人間または動物などの
ような患者の最小侵襲性手術空洞であるとよい。
【００２２】
　最小侵襲性手術空洞は、原理的には、自然に生じる空洞、および、身体の非内腔部（偽
腔）の膨張によって形成された空洞を含む、任意の種類の体腔であってもよい。適切な最
小侵襲性手術空洞の例は、腹腔（横隔膜と骨盤縁の間の領域）、胸腔、腹骨盤腔（腹腔お
よび骨盤腔の両方を含有している）、頭蓋腔（脳を含有している）、横隔膜（胸腔および
腹骨盤腔を分離する筋肉）、縦隔（胸腔の中の中心領域）、骨盤腔（生殖器官および膀胱
を含有している）、心膜腔（心臓を含有している）、胸膜腔（肺を含有している）、胸腔
（肋骨、胸骨、および脊柱によって囲まれている）、脊髄腔（脊髄を含有している）など
を含む。
【００２３】
　通常、最小侵襲性手術処置は、外科医が、切開部によって手術部位へのアクセスを提供
し、カニューレ（スリーブとも呼ばれる場合がある）を適用し、切開部を通るアクセスポ
ートを提供することを含む。カニューレは、外科手術用具を含む外科手術器具のその後の
設置のためのポータルとしての機能を果たす。「外科手術用具」という用語は、最小侵襲
性手術空洞の中へ挿入されるようになっている外科手術器具の遠位部を指定するために本
明細書で使用されている。外科手術器具は、通常、遠位端部および近位端部を有しており
、また、その近位端部においてハンドル部分を含み、その遠位端部において外科手術用具
を含み、また、ハンドル部分を外科手術用具に接続する本体部分を含む。外科手術用具は
、例えば、グラスパー、はさみ、ステープラなどであってもよい。ある実施形態では、外
科手術器具の本体部分は、外科手術用具の一部として考えられる。
【００２４】
　例えば、外科手術用具部分に装着されているセンサは、外科手術器具の本体部分に装着
することができる。
　カニューレは、通常、１つ以上のシールを含み、ガスが抜け出さないようにシールし、
器具を収容する。カニューレが挿入された後に、最小侵襲性手術空洞は、通常、空洞の中
にガスを吹き込むことによって拡大され、それによって、最小侵襲性手術処置を実施する
のに十分に大きい空洞が提供される。
【００２５】
　最小侵襲性手術空洞の表面は、非常に湾曲していることが多い。最小侵襲性手術空洞の
表面の「ターゲット領域」という用語は、外科医が重点を置いている領域を指定するため
に本明細書で使用されており、ターゲット領域は、手術部位、および／または、潜在的に
外科手術手順の間の損傷のリスクのある表面積を含むとよい。描写データは、最小侵襲性
手術の表面部分の表面外形の少なくとも一部分の上に、外科手術用具のリアルタイム空間
位置の描写を表しており、ここで、表面外形の部分は、最小侵襲性手術処置の間に、ター
ゲット領域の表面外形を常に含む必要はない。ターゲット領域の外形は、外科手術用具が
ターゲット領域に接近しているときに、表面外形の部分の一部を形成することが十分であ
る。
【００２６】
　本明細書において、「リアルタイム」という語句は、コンピュータが常に変化するデー
タを受け取って処理することを必要とする時間を意味するために使用されており、それは
、任意の構成として、他のデータと組み合わせて行われ、他のデータは、例えば、所定の
データ、参照データ、推定されたデータなどであり、それは、非リアルタイムデータであ
ってもよく、例えば、一定のデータ、または、１分を上回る周波数とともに変化するデー
タなどであり、それによって、それらが起こるときに、または、最大で発生の５秒以内に
、好ましくは１秒以内に、より好ましくは、０．１秒以内に、対応する実際の変化の描写
を提供する。



(15) JP 2018-535725 A 2018.12.6

10

20

30

40

50

【００２７】
　遠位および近位という用語は、外科手術用具の配向との関連で解釈されるべきであり、
すなわち、外科手術用具の遠位端部は、外科手術用具を含む外科手術器具がそれを通して
挿入される切開部から最も遠い外科手術用具の部分である。
【００２８】
　「遠位に」という語句は、外科手術用具に対して遠位方向の位置に配置されているとい
うことを意味しており、ここで、方向は、外科手術用具の近位端部と外科手術用具の遠位
端部との間の直線として決定される。「遠位に配置されている」という語句は、外科手術
用具の遠位端部に対して遠位に配置されているということを意味している。
【００２９】
　本明細書において、「実質的に」という用語は、通常の製品差異および公差が含まれて
いるということを意味するように理解されるべきである。
　「約」という用語は、一般的に、測定の不確実さが含まれることを確実にするために使
用されている。本明細書において、「約」という用語は、範囲において使用されるときに
は、その範囲に測定の不確実さが含まれることを意味すると理解されるべきである。
【００３０】
　「含む」という用語は、本明細書で使用されるときには、非限定用語として解釈される
べきであることが強調され、すなわち、例えば、構成部分、ユニット、整数、工程、構成
要素、および、それらの組み合わせなど、具体的に述べられている特徴の存在を特定する
ということが理解されるべきであるが、１つ以上の他の述べられている特徴の存在または
追加を除外するものではない。
【００３１】
　本明細書または特許請求の範囲の全体を通して、別段の定めがない限り、または、文脈
によって必要とされない限り、単数形は、複数形を包含する。
　描写データ計算の中に含まれている表面外形の一部分、すなわち、領域の広がりは、原
理的には、ゼロよりも大きい任意の寸法を有してもよい。望ましくは大量の情報を含有す
る描写をユーザに提供するために、表面外形の一部分は、部分の表面外形を反映するのに
十分に大きい寸法を有するとよい。ある実施形態では、表面外形の一部分は、平面（すな
わち、この平面は、最大の投影面を提供する平面として選択される）上への表面外形の投
影の最大寸法として決定される、少なくとも約５ｍｍ２、例えば、少なくとも約１０ｍｍ
２など、例えば、少なくとも約１ｃｍ２など、例えば、少なくとも約５ｃｍ２など、例え
ば、少なくとも約１０ｃｍ２など、例えば、少なくとも約２５ｃｍ２などの寸法を有して
いる。ある実施形態では、表面外形の一部分は、少なくともターゲット領域と同程度の大
きさの寸法、および／または、少なくとも手術部位と同程度の大きさの寸法を有している
。
【００３２】
　描写データ計算の中に含まれる表面外形の部分は、リアルタイム位置データに依存して
動的に変化する寸法を有してもよく、それによって、描写は、外科手術用具の任意の動作
を明らかにすることができる。
【００３３】
　ある実施形態では、表面外形の部分は、外科手術用具の一部の空間位置と表面部分との
間の距離の増加とともに増加している。
　ある実施形態では、３Ｄ表面データ生成手段および／または位置データ生成手段は、描
写システムの一部であり、３Ｄ表面データ生成手段および／または位置データ生成手段は
、コンピュータシステムによって制御されるとよい。コンピュータシステムは、３Ｄ表面
データ生成手段および／または位置データ生成手段の動作を制御するようにプログラムさ
れることが好ましい。
【００３４】
　３Ｄ表面データ生成手段は、コンピュータシステムに３Ｄ表面データを提供することが
できる任意の手段であってもよく、３Ｄ表面データは、例えば、データベースからのデー
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タ、ユーザによってコンピュータシステムに供給されるデータなどであり、それは、例え
ばスキャニングによって、例えばＣＴスキャニング、例えばＭＲによって、例えば、事前
測定されたデータまたはリアルタイムに測定されるデータの形態になっている。
【００３５】
　ある実施形態では、３Ｄ表面データ生成手段は、３Ｄデータベースシステムを含む。３
Ｄデータベースシステムは、分類された最小侵襲性手術空洞のそれぞれの少なくとも１つ
の表面部分に関する少なくとも１つの３Ｄデータセットを含み、各３Ｄデータセットは、
分類された最小侵襲性手術空洞のうちの少なくとも１つの表面部分に関連付けられている
。コンピュータは、分類された最小侵襲性手術空洞の少なくとも１つの表面部分に関する
３Ｄデータセットを取得するように構成されることが好ましい。
【００３６】
　分類された複数の最小侵襲性手術空洞は、それらの各分類によって表されることが好ま
しい。分類は、原理的には、分類された最小侵襲性手術空洞を説明する任意の分類データ
、例えば、空洞のタイプ、患者の年齢、患者の体重、患者の性別、身長、身体回りの寸法
、または、上述のもしくは任意の他の特定の患者データまたは患者データの平均もしくは
水準を含む任意の組み合わせを含んでもよい。
【００３７】
　ある実施形態では、コンピュータは、３Ｄデータセットを選択するための指示を受け取
るようにプログラムされており、また、指示に基づいて、選択された３Ｄデータセットを
３Ｄデータベースから取得するようにプログラムされている。指示は、分類データを含む
とよい。指示は、例えば、デジタルユーザインターフェースを介して、および／または、
ユーザが口頭により、コンピュータシステムに与えることができる。
【００３８】
　別段の定めがない限り、本明細書において、「ユーザ」という用語は、任意のユーザ、
例えば、外科医、アシスタント外科医、指導担当、指導担当としての役割を果たすように
プログラムされたコンピュータ、人工知能コンピュータ、および／またはロボットなどを
含むように使用されており、ここで、ロボットは、外科医の少なくとも１つの職務を果た
すように、例えば、最小侵襲性手術処置を実施または支援するようにプログラムされてい
る。
【００３９】
　ある実施形態では、コンピュータは、いくつかの３Ｄデータセットを選択するための分
類データを含む指示を受け取るようにプログラムされており、また、この指示に基づいて
、選択された３Ｄデータセットを得て、得られた３Ｄデータセットを処理し、結果として
生じる３Ｄデータを決定するようにプログラムされており、結果として生じる３Ｄデータ
は、最小侵襲性手術空洞の表面部分の３Ｄ表面外形を決定するために適用される。
【００４０】
　データベースシステムは、例えば、無線接続、有線接続、インターネット、または、コ
ンピュータシステムのメモリの上への読み込みのうち、少なくとも１つによって、コンピ
ュータとデータ接続可能であるか、または、コンピュータとデータ接続している。
【００４１】
　データベースシステムは、新しい３Ｄデータセットをデータベースに追加することによ
って、連続的に構築または更新することができる。
　ある実施形態では、データベースシステムは、メモリに読み込まれており、メモリは、
コンピュータシステムとデータ通信しているか、または、コンピュータシステムの一部で
ある。
【００４２】
　データベースの３Ｄデータセットは、任意の方法によって得ることができ、また、通常
、以前に実施された最小侵襲性手術処置からの３Ｄデータセット、並びに／または、推定
されたおよび／もしくは計算された３Ｄデータセット、および／または、さらに以下に説
明されているようなスキャニングによって得られた３Ｄデータセットであってもよい。
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【００４３】
　３Ｄデータセットのうちの１つまたは複数は、推定された３Ｄデータ、計算された３Ｄ
データ、測定された３Ｄデータ、または、それらの任意の組み合わせを含むとよい。３Ｄ
データセットは、年齢、性別、体重、身長、身体回りの寸法、または、上述のものを含む
任意の組み合わせを含む患者特性などのような、患者特性にそれぞれ関連付けられること
が好ましい。
【００４４】
　３Ｄデータセットの推定された３Ｄデータ、計算された３Ｄデータ、および／または、
測定された３Ｄデータは、最小侵襲性手術空洞の表面部分の３Ｄデータを得るための、先
行技術から知られている方法、および／または、本明細書で説明されている方法などのよ
うな、任意の方法によって、得られるかまたは生成することができる。とりわけ超音波を
利用した方法において、ＣＴスキャニングおよび／またはＭＲＩが適切であり、また、ス
テファンニコラウら（Stephane Nicolau et al.）による「腹腔鏡外科的腫瘍学における
拡張現実（Augmented reality in laparoscopic surgical oncology）」（Surgical Onco
logy 20 (2011) 189-201）、および、チョイヒュンソクら（Choi Hyunseok et al.）によ
る「拡張現実ベースの外科的ナビゲーションにおける深さ認識のための効果的な可視化技
法（An effective visualization technique for depth perception in augmented reali
ty-based surgical navigation)」(The international journal of medical robotics an
d computer assisted surgery, 2015 May 5. doi: 10.1002/rcs.l657）という記事に開示
されているような先行技術方法も適切である。
【００４５】
　ある実施形態では、３Ｄ表面データ生成手段は、選択された患者に関する３Ｄデータを
コンピュータ上に与えるためのユーザ入力データ接続を含む。コンピュータは、任意の構
成として、例えば、２Ｄおよび／または３Ｄなどのイメージを読み取るように構成されて
いる読取機を含むことによって、および、読み取られたイメージから３Ｄデータを生成す
るソフトウェアを含むことによって、そのようなユーザ入力３Ｄデータを受け取るように
構成されている。ユーザ入力３Ｄデータは、３Ｄデータセットとして、データベースシス
テムに追加されるとよい。
【００４６】
　ある実施形態では、３Ｄ表面データ生成手段は、最小侵襲性手術空洞の少なくとも表面
部分に関する３Ｄデータの少なくとも一部を決定するための３Ｄ表面センサシステムと、
決定された３Ｄデータをコンピュータに送信するための送信手段とを含み、任意の構成と
して、描写システムは、決定された３Ｄデータを、３Ｄデータセットとしてデータベース
システムに追加するように構成されている。コンピュータシステムは、３Ｄ表面センサシ
ステムから受け取られた決定された３Ｄデータを、３Ｄデータセットとしてデータベース
システムに追加するように構成されることが好ましい。
【００４７】
　送信手段は、デジタル形態の３Ｄデータを送信するのに適切な任意の手段であることが
好ましい。適切な送信手段は、ＵＳＢキー送信手段、通信線を利用した送信手段、および
／または無線送信手段、例えば、ブルートゥース（登録商標）などを含む。
【００４８】
　表面センサシステムは、表面部分の３Ｄデータを決定するのに適切な任意のタイプの表
面センサを含んでもよい。好適な実施形態では、３Ｄ表面センサシステムは、空間的基準
に関して、少なくとも１つの局所参照センサを含むことが好ましい。少なくとも１つの局
所参照センサは、患者の上に、および／または、患者のための支持台（外科手術台）の上
に、位置決めされるとよい。
【００４９】
　ある実施形態では、複数の参照センサが存在しており、参照センサは、互いの位置を突
き止めるように通信し、それによって、例えば米国特許出願公開第２００７／０６００９
８号明細書または米国特許第６，６３１，２７１号明細書に説明されているような、Ｘ．
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Ｙ．Ｚ次元空間を画定するように構成されることが好ましい。ある実施形態では、３Ｄ表
面センサシステムは、カージーら（Karjee et al.）による「３次元の分散型ワイヤレス
センサネットワークにおける空間的データ推定（Spatial Data Estimation in Three Dim
ensional Distributed Wireless Sensor Networks）」（Embedded Systems (ICES), 2014
 International Conference 3-4 July 2014, IEEE ISBN 978-1-4799-5025-6）に説明され
ているようなものである。
【００５０】
　ある実施形態では、３Ｄ表面データ生成手段は、ターゲット領域の表面位置データを提
供するための表面位置データ生成手段を含む。表面位置データ生成手段は、先に説明され
ている少なくとも１つの局所参照センサを含むとよい。
【００５１】
　３Ｄ表面センサシステムは、３Ｄ光学センサ、音響センサ、磁気センサ、電気センサ、
電磁センサ、または、それらの任意の組み合わせを含むとよい。
　ある実施形態では、３Ｄ表面センサシステムは、ステファンニコラウら（Stephane Nic
olau et al.）による「腹腔鏡外科的腫瘍学における拡張現実（Augmented reality in la
paroscopic surgical oncology）」（Surgical Oncology 20 (2011) 189-201）に説明さ
れているような表面追跡システムを含む。
【００５２】
　センサシステムの１つ以上のセンサは、原理的には、表面部分の少なくとも一部をセン
シングすることができる限りにおいて、どこにでも位置決めされ得る。センサシステムの
１つ以上のセンサは、描写システムの一部であってもよい。センサシステムの１つ以上の
センサが、１つ以上の構成部分に固定されているか、または、１つ以上の構成部分と一体
化されている場合に、この／これらの１つ以上の構成部分は、描写システムの一部を形成
してもよい。
【００５３】
　ある実施形態では少なくとも１つのセンサは、トロカールの上に位置決めされているか
、または、位置決めされるようになっており、トロカールは、描写システムの一部である
ことが好ましい。ある実施形態では、少なくとも１つのセンサは、外科手術器具の上に、
好ましくは最小侵襲性手術において使用するための外科手術器具の外科手術用具の上に、
位置決めされているか、または、位置決めされるようになっており、外科手術器具または
外科手術用具は、描写システムの一部であることが好ましい。ある実施形態では、少なく
とも１つのセンサは、最小侵襲性手術において使用するための内視鏡の上に位置決めされ
ているか、または、位置決めされるようになっており、内視鏡は、描写システムの一部で
あることが好ましい。ある実施形態では、少なくとも１つのセンサは、患者の上に、例え
ば、最小侵襲性手術空洞の中に、例えば、その表面の上、または、患者の皮膚の表面の上
の外部などに、位置決めされているか、または、位置決めされるようになっている。ある
実施形態では、少なくとも１つのセンサは、最小侵襲性手術空洞の中へ少なくとも部分的
に挿入され得るセンサ器具の上に位置決めされているか、または、位置決めされるように
なっており、センサ器具は、描写システムの一部であることが好ましい。ある実施形態で
は、少なくとも１つのセンサは、最小侵襲性手術空洞の外部に位置決めされるようになっ
ており、例えば、手動で操作されるかまたはロボットによって操作されるようになってお
り、外部センサ（例えば、スキャニング器具－ＣＴ、ＮＭＲ、ＭＲ、ＵＶ、またはＩＲス
キャナーのうち少なくとも１つ）および任意のロボットは、描写システムの一部を形成す
ることが好ましい。
【００５４】
　ある実施形態では、３Ｄ表面センサシステムは３Ｄ光学センサシステムを含み、３Ｄ光
学センサシステムは少なくとも１つの光源および少なくとも１つの光学式読取機を含み、
少なくとも１つの光学式読取機は、例えば、カメラなどのような２Ｄ配列の検出器を含む
画像記録装置などであり、３Ｄ光学センサシステムは２眼式センサシステムまたは多眼式
センサシステムであることが好ましい。
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【００５５】
　３Ｄ光学センサ供給源の光源は、原理的には、任意の種類の光源、例えば、照明光源、
不可視光源など、例えば、ＩＲ光源を含んでもよい。
　光源は、コヒーレント光源または非コヒーレント光源であってもよい。光源の例は、半
導体光源、例えば、レーザダイオードおよび／またはＶＣＳＥＬ光源など、並びに、狭帯
域幅光源および広帯域光源を含む任意の種類のレーザ源を含む。
【００５６】
　ある実施形態では、光源は、１ｎｍから約４０ｎｍなどのような、最大で約５０ｎｍの
帯域幅（半値全幅－ＦＷＨＭ）を有している。好ましい光源の狭帯域幅は、約２５ｎｍ以
下、例えば、約１０ｎｍ以下などである。
【００５７】
　ある実施形態では、光源は、例えば、４００ｎｍから２６００ｎｍの帯域幅領域の中の
少なくともオクターブに及ぶ、スーパーコンティニューム光源などのような、広帯域光源
である。シリカファイバーの中を送信される光は、２６００ｎｍを超えると、強力に減衰
する。
【００５８】
　ある実施形態では、光源は、約１０ｎｍから約４００ｎｍの、例えば、約２００ｎｍか
ら約４００ｎｍなどのＵＶ領域の中の少なくとも１つの電磁波長を出射するように構成さ
れている。
【００５９】
　ある実施形態では、光源は、約４００ｎｍから約７００ｎｍ、例えば、約５００ｎｍか
ら約６００ｎｍなどの可視領域の中の少なくとも１つの電磁波長を出射するように構成さ
れている。
【００６０】
　ある実施形態では、光源は、約７００ｎｍから約１ｍｍ、例えば、約８００ｎｍから約
２５００ｎｍなどのＩＲ領域の中の少なくとも１つの電磁波長を出射するように構成され
ている。
【００６１】
　ある実施形態では、光源は、不可視領域、例えば、ＵＶ領域またはＩＲ領域などの中の
少なくとも１つの波長を含む。
　光源は、波長および／またはパワーに関して調整可能であるとよい。
【００６２】
　光源は、内視鏡に接続されているか、または、内視鏡の中に一体化されているとよい。
　ある実施形態では、３Ｄ光学センサシステムは、２つの光源を含み、それらは、等しい
または異なる波長のレーザ源であることが好ましく、異なる光ビーム角度（各光ビームの
真ん中の光線の角度として決定される）で表面に向けて出射される。
【００６３】
　ある実施形態では、３Ｄ光学センサシステムは、例えば米国特許出願公開第２００４／
０１４５７４６号明細書に説明されているような、USING BEAM PHASE干渉決定に基づいて
いる。
【００６４】
　ある実施形態では、３Ｄ光学センサシステムは、例えば、位相光学素子（例えば、回折
光学素子（ＤＯＥ））、空間光変調器、高次回折レンズ、ホログラフィックレンズ、フレ
ネルレンズ、コンピュータ制御光学素子のうちの少なくとも１つを含んでもよい。ある実
施形態では、ＤＯＥは、米国特許出願公開第２０１３／００３８８３６号明細書に説明さ
れているようなものであり、例えば、米国特許出願公開第２０１３／００３８８３６号明
細書の図１に示されているようなもの、および／または米国特許出願公開第２０１３／０
０３８８３６号明細書の段落［００１５］に説明されているようなものである。
【００６５】
　ある実施形態では、３Ｄ光学センサシステムは、例えば、国際公開第２０１３／１６３
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３９１号に説明されているような、２つのカメラを含む。
　ある実施形態では、少なくとも１つの光源は、光学的な追跡用光パターンを出射するよ
うに構成されており、パターンは、表面の上に衝突させられたときに、並びに、表面から
反射および／または散乱したときに、表面の外形を明らかにし、それによって、光学式読
取機によって記録される３Ｄデータを提供する。この実施形態では、３Ｄ光学センサシス
テムは、米国特許出願公開第２０１３／０２９６７１２号明細書および／もしくは欧州特
許第２５８６３４号明細書に説明されている装置であるか、または、それを含んでもよい
。
【００６６】
　ある実施形態では、光源は、実質的に静止した光学パターンを表面部分の少なくとも一
部の上に出射するようになっており、このパターンは、表面に衝突したときに、並びに、
表面から反射および／または散乱したときに、表面の外形を明らかにし、それによって、
光学式読取機によって記録される３Ｄデータを提供し、光学的パターン出射源は、内視鏡
の上に任意に位置決めされており、内視鏡は、最小侵襲性手術処置の間に実質的に静止し
た状態に保持されるようになっており、光学的パターン出射源は、例えば、記録装置も含
む内視鏡などの上に位置決めされている。
【００６７】
　以下、「表面から反射および／または散乱する」という用語は、光学的な記録装置によ
って読み取り可能な関連の表面との任意の相互作用を含むように解釈されるべきである。
ここでいう光は、人間の目に可視であっても不可視であってもよく、例えば、３００ｎｍ
未満から２μｍ超までの波長を含む。
【００６８】
　描写システムは、静止した光学的パターン源および動的な光学的パターン源の両方を含
むことが好ましい。動的な光学的パターン源は、動的な光学パターンを表面部分の少なく
とも一部の上に出射する光源の形態になっていることが好ましい。動的な光学パターンは
、好ましくは、外科手術用具の上にのることによって動的になっており、記録装置によっ
て記録され得る反射および／または散乱したパターン（表面部分から反射および／または
散乱したパターン）が、外科手術用具の動作に関連して変化するようになっている。反射
および／または散乱したパターンの変化は、外科手術用具の動作に相関していることが好
ましい。相関したパターンの動作は、例えば、国際公開第１５／１２４１５９号に説明さ
れているように提供されてもよく、それは、例えば、外科手術器具を含むセットを含み、
本明細書で説明されているような外科手術用具は、国際公開第１５／１２４１５９号の外
科手術器具の本体部および外科手術用具を含む。相関したパターンの動作は、例えば、Ｄ
ＫＰＡ２０１５７０４８３に説明されているように提供することができる。光学的な記録
装置は、外科手術用具の上および／もしくは内視鏡の上に装着されてもよく、または、任
意の他の適切な手段に装着されてもよい。
【００６９】
　光源は、外科手術用具に一時的にまたは恒久的に固定されてもよく、また、光源は、位
置データ生成手段の一部を形成していることが好ましい。
　静止した光学的パターン源および動的な光学的パターン源を同時に使用することによっ
て、３Ｄデータ（または、任意に３Ｄデータベースシステムからの１つ以上の３Ｄデータ
セットを補足された３Ｄデータの少なくともいくつか）およびリアルタイム位置データの
両方を同時に生成することができる。
【００７０】
　ある実施形態では、描写システムは、動的な光学パターンを含み、動的な光学パターン
は、好ましくは、先に説明されているように外科手術用具の上に装着されていることによ
って動的になっており、同時に、システムは、３Ｄデータ並びに位置データおよび好まし
くは配向データの両方を収集するために、外科手術用具または内視鏡に装着された光学的
な記録装置を含む。
【００７１】
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　ある実施形態では、３Ｄ表面センサシステムは、音響センサシステムを含み、音響セン
サシステムは、少なくとも１つの音波エミッターおよび少なくとも１つの音波受信機を含
む。音響センサシステムは、２つ以上の音波受信機、例えば、２Ｄ配列の音波受信機など
、例えば、ピエゾ音波受信機を含むことが好ましい。
【００７２】
　音響センサシステムは、超音波センサを含む。３Ｄ光学センサシステムは、例えば、米
国特許第４６９４４３４号明細書または米国特許出願公開第２０１４／０２０４７０２号
明細書のうちのいずれか１つに説明されているようなものであってもよい。
【００７３】
　ある実施形態では、３Ｄ表面センサシステムは、磁気センサシステム、例えば、磁気誘
導断層撮影センサシステム、磁気共鳴断層撮影センサ、電磁センサシステムなどのうち、
少なくとも１つを含む。
【００７４】
　ある実施形態では、３Ｄ表面センサシステムは、電気センサシステム、例えば、マイク
ロ機械センサシステムを含む。
　ある実施形態では、３Ｄ表面センサシステムは、Ｘ線コンピュータ断層撮影法センサ（
ＣＴスキャニングセンサ）を含む。
【００７５】
　位置データ生成手段は、外科手術用具の少なくとも一部のリアルタイム空間位置を決定
するのに適切な任意の種類の位置データ生成手段であってもよい。外科手術用具の一部は
、少なくとも用具の遠位端部を含むことが好ましい。
【００７６】
　ある実施形態では、外科手術用具の少なくとも一部のリアルタイム空間位置データを得
るための位置データ生成手段は、位置センサシステムを含む。位置センサシステムは、３
Ｄ光学センサ、音響センサ、磁気センサ、電気センサ、電磁センサ、加速度計、ジャイロ
スコープ、重力計、慣性ナビゲーションシステム、局所位置決めシステム、または、それ
らの任意の組み合わせを含むことが好ましい。
【００７７】
　位置センサシステムは、描写システムの一部であってもよい。
　ある実施形態では、位置センサシステムは、慣性ナビゲーションシステムを含む。慣性
ナビゲーションシステムは、少なくとも、（例えば、コンピュータシステムの）コンピュ
ータ、並びに、加速度計、ジャイロスコープ、および／または、他の運動検出装置を含有
する、プラットフォームまたはモジュールを含むとよい。慣性ナビゲーションシステムは
、最初に、別の供給源（例えば、人間のオペレータ、ＧＰＳ衛星受信機など）から、その
位置および速度を提供されてもよく、その後に、運動センサから受け取られた情報を統合
することによって、それ自体の更新された位置および速度をコンピュータ計算する。慣性
ナビゲーションシステムの利点は、それが、初期化されると、その位置、配向、または速
度を決定するために外部参照を必要としないということである。
【００７８】
　ある実施形態では、位置センサシステムは、センサ構成部分を含み、センサ構成部分は
、外科手術用具に接続されるか、または、外科手術用具に物理的に接続されているか、ま
たは、外科手術用具に一体化されるようになっている。
【００７９】
　ある実施形態では、位置センサシステムは、磁気式モーションキャプチャシステムを含
み、磁気式モーションキャプチャシステムは、少なくとも１つのセンサを含み、少なくと
も１つのセンサは、外科手術用具に接続されるか、または、外科手術用具に物理的に接続
されているか、または、外科手術用具と一体化されるようになっており、トランスミッタ
ー供給源によって生成される低周波磁界を測定する。
【００８０】
　ある実施形態では、位置センサシステムは、ＭＥＭＳセンサ磁気式モーションキャプチ
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ャシステムを含み、ＭＥＭＳセンサ磁気式モーションキャプチャシステムは、外科手術用
具に接続されるか、または、外科手術用具に物理的に接続されているか、または、外科手
術用具と一体化されるようになっており、トランスポンダーによって活性化すると、リタ
ーン信号を測定する。
【００８１】
　ある実施形態では、位置センサシステムは、少なくとも１つのセンサを含む音響センサ
を含み、少なくとも１つのセンサは、例えば、方向決定に関して、精度を向上させるため
に、外科手術用具の上に装着されているか、または、外科手術用具と一体化されている。
【００８２】
　位置センサシステムの１つ以上のセンサは、任意な構成として追加的なセンサが外科手
術用具の上に装着されているかまたは外科手術用具と一体化されているとよく、３Ｄセン
サシステムのセンサに関して先に説明されているように位置決めされるとよい。１つ以上
のセンサは、３Ｄセンサシステムおよび位置センサシステムの両方の一部であってもよい
。
【００８３】
　ある実施形態では、位置センサシステムは、空間的基準に関して、少なくとも１つの局
所参照センサを含むことが好ましい。少なくとも１つの局所参照センサは、好ましくは、
患者の上に、例えば、最小侵襲性手術空洞の中、もしくは、患者の外側皮膚の上、および
／または、患者のための支持台（例えば、外科手術台）の上に、位置決めされる。
【００８４】
　ある実施形態では、位置センサシステムは、複数の参照センサを含み、それは、３Ｄ表
面センサシステムの一部であることが好ましい。参照センサは、互いの位置を突き止め、
それによって、例えば、米国特許出願公開第２００７／０６００９８号明細書または米国
特許第６，６３１，２７１号明細書に説明されているように、Ｘ．Ｙ．Ｚ次元空間を画定
するために通信するように構成されることが好ましい。ある実施形態では、位置センサシ
ステムは、カージーら（Karjee et al.）による「３次元の分散型ワイヤレスセンサネッ
トワークにおける空間的データ推定（Spatial Data Estimation in Three Dimensional D
istributed Wireless Sensor Networks）」（Embedded Systems (ICES), 2014 Internati
onal Conference 3-4 July 2014, IEEE ISBN 978-1-4799-5025-6）に説明されている技術
に基づいている。
【００８５】
　ある実施形態では、少なくとも１つの参照センサは、局所位置決めシステムを提供し、
位置センサシステムは、複数の局所参照センサを含むことが好ましい。
　位置センサシステムは、外科手術用具のリアルタイム空間位置データを得て、得られた
空間位置データをコンピュータシステムに送信するように構成されており、リアルタイム
空間位置データは、Ｘ－Ｙ－Ｚ次元空間の中のリアルタイム空間位置データの形態をして
いるとよい。
【００８６】
　ある実施形態では、位置センサシステムは、少なくとも１つの距離センサ、例えば、短
距離レーザを利用したセンサなど、例えば、SICK AG,Germanyによって提供されるような
ものを含む。
【００８７】
　短距離レーザを利用した距離センサは、例えば、レーザダイオードを使用して、測定対
象物の上に光ビームスポットを投影することによって動作している。光学的な受信機によ
って、反射は、感光素子（例えば、ＣＭＯＳなど）の上にマッピングされる。マッピング
された光スポットの位置および３Ｄ表面データに基づいて、表面部分への距離を決定する
ことができる。
【００８８】
　リアルタイム空間位置データは、３Ｄ空間の中の少なくとも１つの表面部分を表す３Ｄ
データに相関した位置データを含んでもよく、リアルタイム空間位置データは、外科手術
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用具または外科手術用具の少なくとも１つの部分から、表面部分への、好ましくは表面部
分のターゲット領域への距離を決定することを含むことが好ましい。
【００８９】
　ある実施形態では、リアルタイム空間位置データは、例えば、短距離レーザを利用した
距離センサを使用して、外科手術用具または外科手術用具の少なくとも１つの部分（好ま
しくは、その遠位端部）から用具の配向方向に相関した表面部分の一地点への距離を決定
することを含み、用具の配向方向は、用具がそれを通して挿入される最小侵襲性手術空洞
の中へのアクセス開口部、および、空洞の中への用具の最も遠い延在部から決定される。
この配向方向は、外科手術用具の長手ベクトル方向とも称され、および／または、外科手
術用具が曲げられていないかまたは曲げ可能でない場合には、外科手術用具の長手方向と
も称される。外科手術用具が曲げられている場合に、長手方向は、曲げ部から用具の最も
遠位部への外科手術用具の遠位部の方向として決定される。
【００９０】
　ある実施形態では、リアルタイム空間位置データは、外科手術用具または外科手術用具
の少なくとも１つの部分（好ましくは、その遠位端部）から、外科手術用具に対する遠位
方向への表面部分の一地点への距離を決定することを含む。
【００９１】
　３Ｄ表面センサシステムおよび位置センサシステムは、複合型の３Ｄ表面および位置セ
ンサシステムを形成するために、少なくとも部分的に一体化されているとよい。この３Ｄ
表面および位置センサシステムは、描写システムの一部であることが好ましい。
【００９２】
　ある実施形態では、コンピュータシステムは、３Ｄ表面データ生成手段とデータ接続し
ており、また、３Ｄ表面データ生成手段から、最小侵襲性手術空洞の３Ｄ空間の中の少な
くとも１つの表面部分を表す３Ｄデータを取得するように構成されている。コンピュータ
システムは、ユーザインターフェースを介して、３Ｄデータを取得するための指示を受け
取るように構成されており、また、そのような指示を受け取ると、３Ｄデータを取得する
ように構成されていることが好ましい。
【００９３】
　ある実施形態では、コンピュータシステムは、各ユーザ手順に関して、単一の時間デー
タパッケージの中の最小侵襲性手術空洞の３Ｄ空間の中の少なくとも１つの表面部分を表
す３Ｄデータを取得するように構成されている。この実施形態では、最小侵襲性手術空洞
の３Ｄ空間の中の少なくとも１つの表面部分を表す、取得された３Ｄデータは、最小侵襲
性手術処置の全体において使用されてもよく、３Ｄ表面データ生成手段は、コンピュータ
システムによって制御され、１つのデータパッケージの中で１度だけ、最小侵襲性手術空
洞の３Ｄ空間の中の少なくとも１つの表面部分を表す３Ｄデータを取得するとよい。
【００９４】
　別の実施形態では、コンピュータシステムは、各ユーザ手順に関して、最小侵襲性手術
の３Ｄ空間の中の少なくとも１つの表面部分を表す３Ｄデータパッケージを連続して取得
することによって、３Ｄデータを取得するように構成されている。連続して取得された３
Ｄデータパッケージは、タイムリーに更新される３Ｄデータ、および／または、連続して
取得された３Ｄデータパッケージのそれぞれに関する３Ｄ空間の中の少なくとも１つの追
加的な表面部分を表す３Ｄデータを含むことが好ましい。３Ｄ表面データ生成手段の動作
は、コンピュータシステムによって制御されるとよい。
【００９５】
　ある実施形態では、コンピュータシステムは、位置データ生成手段とデータ通信してお
り、また、外科手術用具の少なくとも一部の得られたリアルタイム空間位置データをリア
ルタイムに取得するように構成されている。コンピュータシステムは、ユーザインターフ
ェースを介して、空間位置データを取得するための指示を受け取るように構成されており
、また、そのような指示を受け取ると、空間位置データを取得するように構成されること
が好ましい。
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【００９６】
　ある実施形態では、コンピュータシステムは、３Ｄ表面データ生成手段および位置デー
タ生成手段を制御するように構成されている。コンピュータは、ユーザインターフェース
を介して、ユーザプロセスを実行するための指示を受け取るように構成され、また、指示
に基づいて、必要とされるデータを３Ｄ表面データ生成手段および位置データ生成手段か
ら取得し、終了信号がコンピュータに送信されるまで、ユーザ手順を実行するように構成
されることが好ましい。
【００９７】
　システムは、外科手術用具の少なくとも一部のリアルタイム空間的配向データを得て、
得られた空間的配向データをコンピュータシステムに送信するための、配向データ生成手
段をさらに含むとよい。コンピュータシステムは、空間的配向データを使用して、外科手
術用具のリアルタイム空間的配向を決定するようにプログラムされており、最小侵襲性手
術空洞の表面部分の表面外形の少なくとも一部分の上に、外科手術用具のリアルタイム空
間的配向の描写を表す描写データを計算するようにプログラムされており、外科手術用具
の動作のリアルタイム相関描写のために、描写データを表示ユニットに送信するようにプ
ログラムされているとよい。
【００９８】
　コンピュータシステムは、描写データを計算するように構成されており、最小侵襲性手
術空洞の表面部分の表面外形の少なくとも一部分の上に、外科手術用具のリアルタイム相
対的空間位置およびリアルタイム空間的配向の描写を表す描写データは、表面外形の少な
くとも一部分の上に、外科手術用具のリアルタイム相対的空間位置およびリアルタイム空
間的配向の関連の描写を表す描写データを含むとよい。
【００９９】
　それによって、集約された情報を伴う効果的な描写を、ユーザのために可視化すること
ができる。
　ある実施形態では、表面外形の少なくとも一部分の上の外科手術用具のリアルタイム相
対的空間位置およびリアルタイム空間的配向の関連の描写は、外科手術用具のリアルタイ
ム空間的配向と協調した方向に、表面外形上へのリアルタイム相対的空間位置の描写を含
む。結果として生じる描写は、動的に変化する描写になり、それによって、非常に有用な
情報をユーザにもたらす傾斜動作を含む、外科手術用具のさらに小さい動作を示す。
【０１００】
　配向データ生成手段は、配向センサを含み、配向センサは、外科手術用具に接続されて
いるか、または、外科手術用具と一体化されているとよい。ある実施形態では、外科手術
用具は、描写システムの一部であり、一体化された少なくとも１つのセンサを含む。
【０１０１】
　ある実施形態では、配向データ生成手段は、配向センサを含み、配向センサは、外科手
術用具に接続されているか、または、外科手術用具と一体化されている。配向センサは、
少なくとも１つの距離センサ、例えば、先に説明されている短距離レーザを利用したセン
サなどを含むことが好ましい。少なくとも１つの方向センサは、外科手術用具に対して遠
位方向に、レーザ光を出射するように装着されることが好ましく、外科手術用具の長手方
向に対して実質的に平行に配向されていることが好ましい。
【０１０２】
　ある実施形態では、位置データ生成手段および配向データ生成手段は、複合型の位置デ
ータおよび配向データ生成手段に少なくとも部分的に一体化されている。実際には、複合
型の位置データおよび配向データ生成手段を有することが、より簡単になる。この実施形
態では、位置データ／位置データ生成手段は、また、配向データ／配向データ生成手段を
含む。
【０１０３】
　最小侵襲性手術空洞の表面部分の決定された３Ｄ表面外形上への、外科手術用具のリア
ルタイム相対的空間位置の描写を表す描写データは、動的なパターン表現、色表現の動的
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なスケーリング、動的な概略的表現、動的なグラフィック表現、および／または、動的な
拡張現実表現の描写をコード化する描写データを含むことが好ましい。
【０１０４】
　コード化された描写は、外科手術用具の画像ではない正確な描写を含むとよい。
　先行技術システムは、これまで、最小侵襲性手術領域または外科手術器具のリアルタイ
ムビジョンの模写である、最小侵襲性手術領域または外科手術器具の３Ｄ映像を生成する
ことに重点を置いてきたが、本発明のシステムは、外科手術用具をそのようなものとして
画像化するというよりもむしろ、外科手術用具のリアルタイム位置および動作、並びに、
リアルタイム配向の相関投影を含む描写を提供することが好ましい。動的なパターン表現
、色表現の動的なスケーリング、動的な概略的表現、動的なグラフィック表現、および／
または、動的な拡張現実表現の描写をコード化する（ここで、コード化された描写は、外
科手術用具の画像ではない正確な描写を含まない）、描写データの形態の最小侵襲性手術
空洞の表面部分の決定された３Ｄ表面外形上に、外科手術用具のリアルタイム相対的空間
位置の描写を提供することによって、結果として生じる描写は、ユーザに対する非常に高
度に集約された有用な情報を含んでもよい。描写の容易な解読に関して、ユーザは、例え
ば、さらに後で説明するように、トレーニングを受けることができる。描写は、また、以
下に例示されるように、音を含むとよい。
【０１０５】
　ある実施形態では、色の動的なスケーリングは、色相などのような、１つ以上の色の色
調の動的なスケーリングを含む。
　本明細書において、色調という用語は、おおよそ、黒色および／または輝度を有する、
色のグラデーションを指定するために使用されている。
【０１０６】
　ある実施形態では、描写データは、動的なパターン表現の描写をコード化するデータを
含み、動的なパターン表現は、決定された３Ｄ表面外形上に衝突させられる出射された光
パターンに似ているバーチャルパターンの描写を含み、バーチャルパターンは、好ましく
はアーチ形状のおよび／もしくは環状の線並びに／または複数の角度付きの線を含む。
【０１０７】
　動的なパターン表現は、決定された３Ｄ表面外形へのバーチャルパターンの描写を含み
、描写が、バーチャルパターンの動的な修正を含むようになっており、動的な修正は、外
科手術用具の決定されたリアルタイム空間的位置に相関し、それによって、外科手術用具
の動作に相関しているとよい。
【０１０８】
　バーチャルパターンは、例えば、光の点を取り囲む角張った光の経路、または、光の格
子、例えば、平面的な表面に出射されるときに実質的に平行な複数の線を任意に含むクロ
スハッチングのパターン、および／または、１つ以上の角張った形状、例えば、長方形形
状など、例えば、正方形形状などのような、少なくとも空間的に分散した光の部分を、例
えば、重なり合う構成で、または、並列構成で、または、同心円状に配置された構成で含
む、光のパターンに似たものにすることが好ましい。
【０１０９】
　ある実施形態では、動的なパターン表現は、国際公開第１５１２４１５９号および／ま
たは同時係属中の特許出願ＤＫＰＡ２０１５７０４８３に開示されているシステムおよび
方法を使用するときに、手術部位の表面から反射および／または散乱した光パターンに対
応する描写を含む。
【０１１０】
　ある実施形態では、描写は、色表現の動的なスケーリングの描写を含み、色表現の動的
なスケーリングは、決定された３Ｄ表面外形に対する外科手術用具の決定されたリアルタ
イム空間的位置の視覚的に色付きの表現を含み、着色は、決定された３Ｄ表面外形に対す
る外科手術用具の動作によって引き起こされる空間位置および任意の配向の変化に相関し
て動的に修正され、例えば、外科手術器具とターゲット領域との間の距離が短くなるほど
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、赤色が強くなり、および／または、緑色が弱くなるようになっている。
【０１１１】
　色表現の動的なスケーリングの描写は、ほとんどのユーザにとって解読するのに非常に
簡単となることを示しており、また、大量の有用な情報を含むことが可能である。描写シ
ステムは、カラースケーリングおよび輝度を設定するための手段（ボタンまたは無線設定
手段）を含むとよい。何人かのユーザに関して、カラースケーリングは、例えば、色覚異
常に起因して十分ではなく、そのような状況では、他の描写が、例えば、カラースケーリ
ング表現と組み合わせるとよい。
【０１１２】
　ある実施形態では、視覚的な色付きの表現は、２Ｄの段階的なシェーディングを含む。
　ある実施形態では、描写は、動的な概略的表現を含み、動的な概略的表現は、決定され
た３Ｄ表面外形に対する外科手術用具の決定されたリアルタイム空間的位置の図表示を含
み、図表示は、決定された３Ｄ表面外形に対する外科手術用具の動作によって引き起こさ
れる空間位置および任意の配向の変化に相関して動的に修正される。
【０１１３】
　ある実施形態では、描写は、動的なグラフィック表現の描写を含み、動的なグラフィッ
ク表現は、決定された３Ｄ表面外形に対する外科手術用具の決定されたリアルタイム空間
的位置のグラフィック表現を含み、グラフィック表現は、決定された３Ｄ表面外形に対す
る外科手術用具の動作によって引き起こされる空間位置および任意の配向の変化に相関し
て動的に修正される。
【０１１４】
　好適な実施形態では、描写は、動的な拡張現実表現の描写を含み、動的な拡張現実表現
は、決定された３Ｄ表面外形に対する外科手術用具の決定されたリアルタイム空間的位置
の拡張現実表現を含み、拡張現実表現は、決定された３Ｄ表面外形に対する外科手術用具
の動作によって引き起こされる空間位置および任意の配向の変化に相関して動的に修正さ
れる。
【０１１５】
　ある実施形態では、拡張現実は、空間的拡張現実（ＳＡＲ）であり、ここでは、表示ユ
ニットは、１つ以上のデジタルプロジェクタを含み、１つ以上のデジタルプロジェクタは
、計算された描写データを受け取ると、例えば、物理的な対象物の上に、例えば、患者の
上などに、例えば、人工の患者またはヘッドアップディスプレイの上などに、描写を表示
するように構成されている。
【０１１６】
　描写は、ビープ音などのような音描写を含み、音色およびビープレートのうち少なくと
も一方は、外科手術用具と表面部分の間の相対的距離に相関しているとよい。外科手術用
具が表面部分に接近しているときに、例えば、その長手方向において、外科手術用具に対
して遠位の表面部分の一地点に接近しているときに、ビープ音は、例えば、増大してもよ
い。
【０１１７】
　ある実施形態では、計算された描写データは、表示ユニットの上で変位させられるよう
に構成されており、表示ユニットは、２Ｄスクリーン、３Ｄスクリーン、プロジェクタシ
ステム（例えば、拡張型プロジェクタシステムなど）、ヘッドアップディスプレイ、ウェ
アラブル表示ユニット、例えば、ヘッドマウントディスプレイ（例えば、ゴーグル）など
、または、それらの任意の組み合わせから選択される。
【０１１８】
　ある実施形態では、計算された描写データは、スクリーンなどのようなピクセルベース
の表示ユニットのためのピクセルデータを含み、ピクセルデータは、少なくとも１６ビッ
トパーピクセル（ｂｐｐ）、例えば、少なくとも２０ｂｐｐなどを含む、ハイカラーまた
はトゥルーカラーを表示するのに好ましい、赤－青－緑ピクセルデータを含むことが好ま
しい。
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【０１１９】
　最小侵襲性手術空洞の表面部分の決定された３Ｄ表面外形上への、外科手術用具のリア
ルタイム空間位置の描写を表す描写データのピクセルデータは、決定された３Ｄ表面外形
に対する外科手術用具の動作によって引き起こされる空間位置および任意の配向の変化に
相関して動的に修正されることが好ましい。
【０１２０】
　高い品質の描写を得るために、計算された描写データは、２Ｄ表示、例えば、少なくと
も約１０００ピクセルの２Ｄ表示など、例えば、任意にサブピクセルを含む少なくとも１
０，０００ピクセルの２Ｄ表示などのためのピクセルデータを含むとよい。
【０１２１】
　ある実施形態では、表示ユニットは、描写システムの一部であり、表示ユニットは、２
Ｄスクリーン、３Ｄスクリーン、プロジェクタシステム（例えば、拡張型プロジェクタシ
ステムなど）、ヘッドアップディスプレイ、ウェアラブル表示ユニット、例えば、ヘッド
マウントディスプレイ（例えば、ゴーグル）など、または、それらの任意の組み合わせか
ら選択されることが好ましい。
【０１２２】
　ユーザの視認性を向上させるために、ある実施形態では、描写システムは、リアルイメ
ージングシステムを含み、リアルイメージングシステムは、最小侵襲性手術空洞の少なく
とも１つの表面部分のリアルイメージングのためのリアルイメージングデータを生成する
ように構成されているということが望まれる。リアルイメージングシステムは、２Ｄリア
ルイメージングシステム、３Ｄリアルイメージングシステム、バーチャルリアリティーリ
アルイメージングシステム、拡張現実リアルイメージングシステム、または、それらの任
意の組み合わせである。
【０１２３】
　本明細書において、「リアルイメージング」という用語は、表面部分の実際の状態を示
す画像またはその状態を画像化することを意味するように使用されている。
　リアルイメージングシステムは、例えば、今日ではよく知られているような内視鏡シス
テムであってもよく、例えば、最小侵襲性手術空洞の中へ挿入するための内視鏡であって
もよく、また、表面ターゲット領域の照明のための照明器、および、ターゲット領域のリ
アルイメージを要求するためのカメラを含む。
【０１２４】
　ある実施形態では、リアルイメージングシステムは、拡張現実リアルイメージングシス
テムであり、それは、例えば、ステファンニコラウら（Stephane Nicolau et al.）によ
る「腹腔鏡外科的腫瘍学における拡張現実（Augmented reality in laparoscopic surgic
al oncology）」（Surgical Oncology 20 (2011) 189-201）、および、チョイヒュンソク
ら（Choi Hyunseok et al.）による「拡張現実ベースの外科的ナビゲーションにおける深
さ認識のための効果的な可視化技法（An effective visualization technique for depth
 perception in augmented reality-based surgical navigation）」（The internationa
l journal of medical robotics and computer assisted surgery, 2015 May 5. doi: 10
.1002/rcs.l657）に説明されているようなものである。
【０１２５】
　リアルイメージングシステムは、最小侵襲性手術空洞の少なくとも１つの表面部分の少
なくとも１つのイメージを取得するための画像記録装置（カメラ）を含むとよい。画像記
録装置は、好ましくは内視鏡の一部であり、画像記録装置は、好ましくは最小侵襲性手術
空洞の少なくとも１つの表面部分のリアルタイムイメージを取得するビデオスコープであ
ることが好ましい。
【０１２６】
　画像記録装置は、例えば、ピクセル検出器の形態の２Ｄ配列の検出器を含む２Ｄ記録装
置であり、画像記録装置は、少なくとも１０００ピクセル、例えば、少なくとも１０，０
００ピクセルなどを含むことが好ましく、画像記録装置は、少なくとも１メガピクセルを
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含むメガピクセル記録装置であることが好ましい。
【０１２７】
　ある実施形態では、画像記録装置は、ピクセル検出器の形態の３Ｄ配列の検出器を含む
３Ｄ記録装置であり、画像記録装置は少なくとも１０００ピクセル、例えば、少なくとも
１０，０００ピクセルなどを含むことが好ましい、画像記録装置は、少なくとも１メガピ
クセルを含むメガピクセル記録装置であることが好ましい。
【０１２８】
　ある実施形態では、画像記録装置またはリアルイメージングシステム全体は、最小侵襲
性手術空洞の３Ｄ空間の中の少なくとも１つの表面部分を表す３次元（３Ｄ）データをコ
ンピュータシステムに提供するための３Ｄ表面データ生成手段の一部も構成していること
が好ましい。
【０１２９】
　好ましくは、描写システムは、最小侵襲性手術空洞の少なくとも１つの表面部分のリア
ルイメージングを提供するために表示ユニットにリアルイメージングデータを送信するよ
うに構成されることが好ましく、リアルイメージングは、取得されたイメージを表示する
ことを含むことが好ましい。
【０１３０】
　最小侵襲性手術空洞の表面部分の表面外形上に、最小侵襲性手術空洞の少なくとも１つ
の表面部分のリアルイメージングおよび外科手術用具のリアルタイム相対的空間位置の描
写の両方を表示することによって、ユーザの視認性が大きく非常する。描写システムは、
共通の表示ユニットによって、最小侵襲性手術空洞の少なくとも１つの表面部分のリアル
イメージングおよび外科手術用具の動作のリアルタイム相関描写を表示するように構成さ
れるとよい。
【０１３１】
　描写システムは、最小侵襲性手術空洞の少なくとも１つの表面部分のリアルイメージン
グを表示し、並びに、最小侵襲性手術空洞の少なくとも１つの表面部分のリアルイメージ
ング上において、最小侵襲性手術空洞の表面部分の表面外形上に外科手術用具のリアルタ
イム相対的空間位置の描写を表示するように構成されるとよい。
【０１３２】
　最小侵襲性手術空洞の表面部分の表面外形上への外科手術用具のリアルタイム相対的空
間位置の描写は、最小侵襲性手術空洞の少なくとも１つの表面部分のリアルイメージング
上に投影されることが好ましく、最小侵襲性手術空洞の表面部分の表面外形上への外科手
術用具のリアルタイム相対的空間位置の描写は、最小侵襲性手術空洞の少なくとも１つの
表面部分のリアルイメージングに対して少なくとも部分的に透明になっていることが好ま
しい。それによって、ユーザは、同じ表示部の上で、最小侵襲性手術空洞の少なくとも１
つの表面部分のリアルイメージングを見ることができ、かつ、最小侵襲性手術空洞の少な
くとも１つの表面部分のリアルイメージング上において、最小侵襲性手術空洞の表面部分
の表面外形上に外科手術用具のリアルタイム相対的空間位置の描写を相関して表示してい
るのを見ることができ、それにより、視認性がさらに向上する。
【０１３３】
　ある実施形態では、描写システムは、描写システムの一部を形成するロボットを制御す
るためのロボットコントローラを含むことが好ましい。ロボットおよびロボットコントロ
ーラは、ある実施形態では、米国特許出願公開第２００９／０２４８０４１号明細書に説
明されているようなものであってもよい。ロボットコントローラは、コンピュータシステ
ムとデータ接続しているか、または、コンピュータシステムと一体化されている。以下で
は、ロボットコントローラは、コンピュータシステムとデータ通信しているように説明さ
れているが、コンピュータコントローラは、同様に、一体化されたコンピュータシステム
のパーツであり得るように解釈されるべきである。
【０１３４】
　ロボットコントローラは、３Ｄ表面データおよびリアルタイム空間位置データおよび好
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ましくはリアルタイム配向データを含む、得られたまたは生成したデータの少なくとも一
部を受け取るように構成されることが好ましい。また、任意の構成として、ロボットコン
トローラは、派生データ、すなわち、３Ｄ表面データおよびリアルタイム空間位置データ
および好ましくはリアルタイム配向データから生じたデータ、例えば、描写データなどを
受け取るように構成されている。ロボットコントローラは、最小侵襲性手術処置を実施す
るために外科手術用具を操作するためのロボットを制御するように構成されることが好ま
しい。
【０１３５】
　ある実施形態では、ロボットコントローラは、必要とされるデータをコンピュータシス
テムから、それぞれのデータをコンピュータシステムから得るように構成されている。
　ロボットコントローラは、指導担当、例えば、アシスタント外科医および／またはロボ
ットオペレータなどから指示を受け取るように構成されるとよい。コントローラは、デジ
タルユーザインターフェースを介したデータ入力によって、および／または、口頭での指
示によって、指導担当から指示を受け取るように構成されることが好ましい。ロボットコ
ントローラは、指導担当の指示に応答して、外科手術用具の動作を修正するように構成さ
れることが好ましい。指導担当の指示は、例えば、外科手術用具を、右に１ｃｍ、または
、外科手術用具の長手方向に遠位に数ｍｍなど移動させるように、ロボットに指示するこ
とができる。
【０１３６】
　ある実施形態では、描写システムは、ロボットコントローラを介して、最小侵襲性手術
処置を実施するために外科手術用具を操作するためのロボットを制御すること、および、
描写データを表示ユニットに送信することを同時に行うように構成されている。描写は、
この実施形態では、ロボットによる外科手術用具の動作のリアルタイム相関描写を含む。
指導担当は、最小侵襲性手術のその実施の間に描写を介してロボットを観察下に維持する
ことができ、それによって、ロボットが十分に正確にまたは説明されているように動作す
ることを制御し、指導担当は、指示をロボットコントローラに与えることによってロボッ
トを補正することができる。
【０１３７】
　コンピュータシステムは、好ましくはメモリを含み、また、性能データセットを記憶す
るように構成されるとよく、各性能データセットは、例えば、描写システムを使用して実
施された最小侵襲性処置などに関して、最小侵襲性処置に関連付けられた性能データを含
む。性能データは、少なくとも最小侵襲性処置のための位置データを含むことが好ましく
、また、好ましくは最小侵襲性処置のための３Ｄデータ、配向データ、描写データのうち
の少なくとも１つ、または、それらの任意の組み合わせを含むことが好ましい。性能デー
タセットは、最小侵襲性手術処置の間に取得されたすべてのデータを含むことが好ましい
。ある実施形態では、性能データセットは、描写日を含む計算されたデータをさらに含む
。
【０１３８】
　ある実施形態では、コンピュータシステムは、各性能データセットを分析するようにプ
ログラムされており、コンピュータシステムは、各最小侵襲性処置のフィードバック評価
を、表示手段、例えば、表示ユニットおよび／またはプリンタなどに送信するように構成
されることが好ましい。
【０１３９】
　それによって、ユーザ、すなわち、外科医または外科医になるためにトレーニングをし
ている人は、非常に簡単な方式で、フィードバックを受け取ることができ、また、ユーザ
は、自分の改善を評価することができる。コンピュータシステムは、要求に応じてフィー
ドバック評価を送信するように構成されるとよい。各性能データセットは固有コードを有
することが好ましく、例えば、外科医のために、または、他の外科医のトレーニング目的
のために、外科手術用具のリアルタイム相対的空間位置の描写を表示するために、各性能
データセットを検索することができる。
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【０１４０】
　ある実施形態では、コンピュータシステムは、選択された性能セットに対して改善され
た性能データセットを決定するようにプログラムされており、並びに、データの少なくと
も一部、例えば、改善された性能データセットの描写データなどを、表示手段、例えば、
表示ユニットおよび／またはプリンタなどに送信するようにプログラムされている。
【０１４１】
　コンピュータは、選択された性能セットに関する改善された性能データセットと選択さ
れた性能セットとを比較し、データの相違を決定し、表示手段、例えば、表示ユニットお
よび／またはプリンタなどに、データの相違を送信するようにプログラムされていること
が好ましい。
【０１４２】
　それによって、ユーザは、優れた性能データセット、例えば、計算された性能データセ
ットと自分の性能を比較することができ、また、ユーザは、ユーザが余分な動作を使用し
た場合などに、何が改善され得るかということについての情報を検索することができる。
【０１４３】
　ある実施形態では、コンピュータシステムは、ユーザから要求があったときに、１つ以
上の性能データセットのうちの選択されたデータを、表示手段、例えば、表示ユニットお
よび／またはプリンタなどに送信するようにプログラムされていることが好ましい。
【０１４４】
　それによって、各性能データセットは、例えば、教育において使用するために、外科手
術用具のリアルタイム相対的空間位置の描写を表示するために検索することができる。
　ある実施形態では、描写システムは、トレーニングモードで動作するように構成されて
いる。外科手術用具は、トレーニング用具であり、トレーニング用具は、本物の外科手術
用具に似ていてもよいし、似ていなくてもよい。
【０１４５】
　描写システムは、そのトレーニングモードで動作しているときに、最小侵襲性手術空洞
の表面部分の表面外形の少なくとも一部分の上にトレーニング用具のリアルタイム相対的
空間位置のトレーニング描写を表すトレーニング描写データを決定するように構成されて
おり、また、トレーニング用具の動作のリアルタイム相関描写のために表示ユニットにト
レーニング描写データを送信するように構成されている。
【０１４６】
　描写システムがそのトレーニングモードになっているときに、最小侵襲性手術空洞表面
部分は、例えば、人工の表面部分であってもよく、また、この実施形態では、トレーニン
グ用具は、人工の用具であってもよい。
【０１４７】
　ある実施形態では、描写システムがそのトレーニングモードになっているときに、最小
侵襲性手術空洞表面部分は、実際の最小侵襲性手術空洞である。この実施形態では、トレ
ーニング用具は、本物の外科手術用具である。原理的には、例えば、可能な限り外科手術
用具の最小の動作を使用して、および／または、最小侵襲性手術を可能な限り速く実施し
て、最小侵襲性手術を可能な限り最適に実施するために、外科医は、自分の技術を向上さ
せるためのトレーニングを常に行っている。
【０１４８】
　ある実施形態では、位置データ生成手段は、トレーニング用具の少なくとも一部のリア
ルタイム空間位置データを取得するように、また、得られた空間位置データをコンピュー
タシステムに送信するように構成されており、コンピュータシステムは、最小侵襲性手術
空洞の表面部分の表面外形の少なくとも一部分の上に、トレーニング用具のリアルタイム
相対的空間位置のトレーニング描写を表すトレーニング描写データを計算するようにプロ
グラムされており、トレーニング用具の動作のリアルタイム相関描写のために、表示ユニ
ットにトレーニング描写データを送信するようにプログラムされている。
【０１４９】
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　コンピュータシステムは、同じまたは対応する最小侵襲性手術空洞に関して、トレーニ
ング用具の動作のリアルタイム相関描写のために、記憶された性能データセットのトレー
ニング描写データおよび関連の性能描写データを表示ユニットに送信するように構成され
るとよい。トレーニング描写データおよび関連の性能描写データの送信は、タイムリーに
関連付けられることが好ましい。
【０１５０】
　それによって、トレーニングの間のユーザは、以前に実施された最小侵襲性手術処置、
または、計算された処置、または、自分自身の以前の処置に対して、比較評価を行うこと
ができる。
【０１５１】
　ある実施形態では、コンピュータシステムは、トレーニング描写データに対する性能描
写データの比較評価を実施するために、同じまたは対応する最小侵襲性手術空洞に関して
記憶された性能データセットのトレーニング描写データおよび関連の性能描写データを送
信するように構成されている。
【０１５２】
　ある実施形態では、性能描写データセットは、おおよそリアルタイム速度の速度で表示
ユニットに送信される。
　ある実施形態では、性能描写データセットは、リアルタイム速度よりも小さい速度で表
示ユニットに送信される。
【０１５３】
　それによって、トレーニング中の人は、トレーニング目的のために、より遅いペースで
最小侵襲性手術処置を実施することができ、また、トレーニング目的のために望まれる場
合には、段階的にペースを増加させ、リアルタイム速度またはさらに速い速度に到達する
ことができる。
【０１５４】
　ある実施形態では、コンピュータシステムは、例えば、ユーザまたはトレーニングデー
タベースから指導担当の入力を受け取り、指導担当の入力に基づいて指導担当描写データ
を決定するように構成されており、また、指導担当描写データを表示ユニットに送信する
ように構成されており、コンピュータは、トレーニングデータベースから指導担当入力を
取得するように構成されることが好ましい。指導担当の入力は、選択された位置およびト
レーニング用具の動作を表す入力であってもよい。
【０１５５】
　コンピュータシステムは、例えば、並列構成などで、別々に表示される表示ユニットに
、トレーニング描写データおよび関連の性能描写データおよび／または指導担当描写デー
タを送信するように構成されるとよい。それによって、トレーニング中の人、例えば、自
分の技能を改善することを目指している外科医などは、選択された位置にトレーニング用
具を位置決めするように、または、指導担当の入力によって指示されているような選択方
式でトレーニング用具を動作させるように、トレーニングを受けることができる。トレー
ニング中の人は、トレーニング描写が関連の性能および／または指導担当描写にしたがう
ように、トレーニング用具を動作させようとすることができる。
【０１５６】
　ある実施形態では、指導担当は、最小侵襲性手術処置の間に外科医を監視および助言す
る別の外科医である。ある実施形態では、例えば、一緒に手術を行う２人の外科医が存在
しており、その場合に、一方の人は、外科手術用具を操作しており、他方の人は、指導担
当としての役割を果たし、外科手術用具の位置決めおよび動作に関する提案を行っており
、また、その逆も同様である。表示ユニットは、２つ以上のサブユニットの形態であって
もよいということを理解されたい。
【０１５７】
　範囲および好適な範囲を含む本発明のすべての特徴は、そのような特徴を組み合わせる
べきではないという具体的な理由が存在しなければ、本発明の範囲の中で、さまざまな方
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式で組み合わせることができる。
【０１５８】
　本発明の好適な実施形態は、図面を参照してさらに説明される。
【図面の簡単な説明】
【０１５９】
【図１】本発明の描写システムの実施形態の概略図。
【図２】本発明の描写システムの別の実施形態の概略図。
【図３】３Ｄデータベースシステムの例－分類体系を示す図。
【図４】３Ｄデータベースシステムの例－３Ｄデータセット体系を示す図。
【図５】外科手術用具を含む外科手術器具の概略側面図。
【図６】外科手術用具を含む別の外科手術器具の概略側面図。
【図７】最小侵襲性手術空洞および複数のセンサの概略横断面図。
【図８】外科手術用具の動作のリアルタイム相関描写の例の図であり、描写が、示されて
いない外科手術用具の動作に相関したカラースケールの動的な変化を含むことを示す図。
【図９】外科手術用具の動作のリアルタイム相関描写の例の図であり、描写が、示されて
いない外科手術用具の動作に相関したパターンの動的な変化を含むことを示す図。
【図１０】外科手術用具の動作のリアルタイム相関描写の例の図であり、描写が、示され
ていない外科手術用具の動作に相関した光の点の動的な変化を含むことを示す図。
【図１１】外科手術用具の動作のリアルタイム相関描写の例の図であり、描写が、示され
ていない外科手術用具の動作に相関した色の点の動的な変化を含むことを示す図。
【図１２】外科手術用具の動作のリアルタイム相関描写の例の図であり、描写が、示され
ていない外科手術用具の動作に相関した環の動的な変化を含むことを示す図。
【図１３】外科手術用具の動作のリアルタイム相関描写の例の図であり、描写が、示され
ていない外科手術用具の動作に相関した境界および膨らんだ形状のマーキングの動的な変
化を含むことを示しており、追加的な指導担当の指示が示されている図。
【図１４】本発明の描写システムの例の図であり、描写が音を含み、および／または、表
示装置がゴーグルを利用した表示部を含むことを示す図。
【図１５】本発明の描写システムの例の図であり、最小侵襲性手術の表面部分の上に出射
されるパターン出射プロジェクタ、並びに、３Ｄ表面データ生成手段および／または位置
データ生成手段および／または配向データ生成手段を含む、外科手術用具はデータ収集シ
ステムを含み、データ収集システムはコンピュータシステムにデータ接続しているか、ま
たは、コンピュータシステムと一体化されており、データ収集システムは光学的な記録装
置を含むことを示す図。
【図１６】本発明の描写システムの例の図であり、外科手術用具およびカニューレまたは
トロカールはセンサをそれぞれ含み、描写システムは、センサからのデータを収集するた
めのデータ収集システム、読取機からのデータを収集するためのデータ収集システムを含
み、また、最小侵襲性手術の関連の表面部分のリアルイメージの他に、グラフィカルな描
写を生成するようにさらに構成されている図。
【図１７】３つの連続する時点における外科手術用具の動作のリアルタイム相関描写の例
の図であり、外科手術用具は、外科手術用具に対して長手方向の遠位方向に、表面部分に
対して異なる距離に位置決めされていることを示す図。
【図１８】本発明の描写システムの例の図であり、描写システムは、外科手術用具の上に
装着されているセンサからデータを収集するためのデータ収集システム、光学的な記録装
置、および、音響センサ、例えば、超音波センサなどを含み、描写システムは、リアルイ
メージの上に描写を生成するように構成されている。
【図１９】示されていないセンサからデータを収集するためのデータ収集システムを含む
本発明の描写システムの例の図。コンピュータシステムは、複数の性能データセットを記
憶し、選択された性能データセットに対して比較評価を行うように構成されており、また
、ユーザによって最小侵襲性手術処置を評価するように構成されている。コンピュータシ
ステムは、評価を送信するために、追加的な表示ユニット、例えば、スマートフォンまた
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はプリンタなどとデジタル接続している。
【図２０】記録装置および他の示されていないセンサからデータを収集するためのデータ
収集システムを含む本発明の描写システムの例の図。コンピュータシステムは、入力を受
け取るために指導担当用制御ユニットとデータ接続している。描写は、リアルイメージお
よび指導担当の入力とともに、表示ユニットの上に表示されている。
【図２１】記録装置および他の示されていないセンサからデータを収集するためのデータ
収集システムを含む本発明の描写システムの例の図。コンピュータシステムは、３Ｄ表面
データ、リアルタイム空間位置データ、およびリアルタイム配向データをロボットコント
ローラに送信するために、ロボットコントローラとデータ接続している。ロボットコント
ローラは、最小侵襲性手術処置を実施するために外科手術用具を操作するためのロボット
、および、描写を表示する描写システムを制御するように構成されており、描写は、ロボ
ットによる外科手術用具の動作のリアルタイム相関描写を含む。
【発明を実施するための形態】
【０１６０】
　図は、概略的なものであり、実寸で描かれておらず、明確化のために簡単化されている
可能性がある。全体を通して、同じ参照番号は、同一のパーツまたは対応するパーツに関
して使用されている。
【０１６１】
　図１に図示されている描写システムは、コンピュータシステム１、３Ｄ表面データ生成
手段２、および位置データ生成手段３を含み、３Ｄ表面データ生成手段２および位置デー
タ生成手段３は、例えば、図示されているように、３Ｄ表面データおよびリアルタイム位
置データをコンピュータシステム１に与えるために、通信線５または無線によって、コン
ピュータシステム１とデータ接続している。ここで、コンピュータシステム１は、１つの
ユニットとして図示されているが、説明されているように、コンピュータシステムは、本
発明の描写システムとデータ通信している２つ以上のユニットを含んでもよい。
【０１６２】
　コンピュータシステム１は、３Ｄデータを使用して、最小侵襲性手術空洞の示されてい
ない表面部分のターゲット領域の少なくとも一部の３Ｄ表面外形を決定するようにプログ
ラムされており、空間位置データおよび表面位置データを使用して、少なくとも１つの表
面部分のターゲット領域の少なくとも一部に対して、示されていない外科手術用具のリア
ルタイム空間的位置を決定するようにプログラムされており、最小侵襲性手術空洞の表面
部分の表面外形の少なくとも一部分の上に、外科手術用具のリアルタイム相対的空間位置
の描写を表す描写データを計算するようにプログラムされており、並びに、外科手術用具
の動作のリアルタイム相関描写のために、描写データを表示ユニット４に送信するように
プログラムされている。
【０１６３】
　表示ユニットは、先に説明されているようなものであってもよい。
　また、図２に図示されている描写システムは、例えば、図１のコンピュータシステムの
ようなコンピュータシステム１１を含む。図２の描写システムは、それが複合型の３Ｄ表
面データ生成手段および位置データ生成手段１２を含むという点において、並びに、それ
が２つの表示サブユニット１４ａ、１４ｂの形態の表示ユニットを含むという点において
、図１の描写システムとは異なっている。外科手術用具の動作のリアルタイム相関描写は
、サブユニット１４ａおよびリアルイメージ、例えば、ライブイメージのうちの一方の上
に表示され、および／または、比較評価描写は、他方のサブユニット１４ｂの上に表示さ
れるとよい。
【０１６４】
　図３は、３Ｄデータベースシステムの中に含まれ得る分類体系を図示している。示され
ているように、各分類は、固有コードを有しており、固有コードは、各分類を１つ以上の
３Ｄデータセットにリンクさせる。各分類セットは、図３の体系の中に示されているよう
な複数の患者特性を含む分類セットにしたがって分類されており、例えば、年齢、性別、



(34) JP 2018-535725 A 2018.12.6

10

20

30

40

50

体重、身長、身体回りの寸法、または、それらの任意の組み合わせを含む。選択される特
性は、問題になっている最小侵襲性手術空洞のタイプに大きく依存する。
【０１６５】
　図４は、３Ｄデータベースシステムの中に含まれ得る３Ｄデータセットの体系を図示し
ており、各３Ｄデータセットは、示されているように、図３の固有コードに対応する固有
コードによって患者特性に関連付けられている。
【０１６６】
　図５に示されている外科手術器具は、腹腔鏡器具である。本発明において、外科手術用
具とともに他の外科手術器具も、同様に適用され得るということが理解されるべきである
。
【０１６７】
　外科手術器具は、ハンドル部分２２および本体用具部分２３を有しており、本体用具部
分２３は、本ケースの鉗子では外科手術用具部分２４を備えている。最小侵襲性手術空洞
の中へ挿入されるようになっている外科手術用具部分２４および本体部分２３の一部が、
外科手術用具と称される。換言すれば、外科手術器具２１は、外科手術用具２３、２４お
よびハンドル２２を含む。本体部分２３は、外科手術器具の近位端部に配置されているハ
ンドル部分２２と、外科手術器具の遠位端部に配置されている外科手術用具部分２４とを
相互接続している。本体部分２３は、遠位／近位方向に配置されており、遠位／近位方向
は、外科手術用具２３、２４の長手方向とも称される。
【０１６８】
　別の実施形態では、外科手術用具部分２４は、別の外科手術用具部分、例えば、グラス
パー、スーチャグラスパー、ステープラ、解剖器具、はさみ、吸引器具、クランプ器具、
電極、キュレット、アブレータ、スカルペル、ニードルホルダー、バイオプシーおよびリ
トラクター器具、または、それらの組み合わせであってもよい。
【０１６９】
　外科医は、ハンドル部分２２を保持することによって外科手術器具２１を操作し、この
ように外科手術用具を制御することができ、また、ハンドル部分を押すまたは操縦するこ
とによって、鉗子を制御することができる。
【０１７０】
　外科手術器具２１は、外科手術用具に装着されている第１のセンサ２８ａ、例えば、先
に説明されているようなセンサなどと、ハンドルに装着されている第２のセンサ２８ｂと
をさらに含む。センサは、例えば、通信線（例えば、光ファイバー）または無線（例えば
、ブルートゥース（登録商標））によって、コンピュータシステムの示されていないデー
タ収集システムにリンクさせることができる。２つのセンサは、リアルタイム位置データ
およびリアルタイム配向データの両方を提供してもよい。
【０１７１】
　代替的な実施形態では、外科手術器具は、パターン生成構成体を含んでもよい。ハンド
ルを備えた外科手術用具は、例えば、国際公開第１５１２４１５９号に説明されているよ
うな外科手術器具アッセンブリの形態であってもよい。したがって、反射したまたは散乱
したパターンは、読取機によって収集され、コンピュータシステムのデータ収集システム
に送信され、３Ｄ表面データの一部を提供することができ、また、３Ｄ表面データは、リ
アルタイム３Ｄデータおよびリアルタイム位置データであることが好ましく、また、リア
ルタイム配向データであることが好ましい。
【０１７２】
　図６は、図５の外科手術器具の変形例を図示しており、そこでは、１対のセンサ２８ｃ
が、外科手術用具の外科手術用具部分２４の鉗子のグラスパーの上に位置決めされている
。それによって、グラスパーの動作を同様にモニタリングすることができ、同時に、グラ
スパーの上のセンサ２８ｃが、リアルタイム位置データおよびリアルタイム配向データを
決定するために使用することができる。
【０１７３】
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　図７は、最小侵襲性手術空洞３１、ここでは、患者３６の腹腔を図示している。最小侵
襲性手術空洞３１は、横断方向の断面図で見られている。人間の患者の解剖学的平面が、
イメージ３０の中に示されており、最小侵襲性手術空洞３１が、垂直方向上部の視点から
の横断面で見られている。
【０１７４】
　患者３６は、患者の背中３４が台３３に接触して患者の前面３５が上向きになった状態
で、手術台３３の上に位置決めされている。最小侵襲性手術空洞は、図示されていない切
開部を通して空洞の中へガスを注入することによって膨らませられ、表面は、参照記号３
２によって示されている。図示されているように、最小侵襲性手術空洞表面３２は、非常
に凸凹になっており、大きい湾曲した凸部および凹部を備えていてもよい。
【０１７５】
　複数のセンサ３８ａが、手術台の上に位置決めされている。４つのセンサ３８ａだけが
図示されているが、少なくとも４つのセンサ３８ａが、長方形の構成で手術台の上に位置
決めされ、Ｘ－Ｙ－Ｚ平面を画定しており、任意の構成として、追加的なセンサを備える
ことが好ましい。
【０１７６】
　さらに、複数のセンサ３８ｂが、患者に装着されており、例えば、図示されているよう
に、最小侵襲性手術空洞３１の中に装着されている。
　センサ３８ａ、３８ｂは、例えば、先に説明されているようなものであってもよい。
【０１７７】
　外科手術用具の動作のリアルタイム相関描写の例が、図８に図示されている。描写は、
中心領域４０を取り囲むように同心円状に配置されている複数の正方形の部分４１，４２
，４３を含む。動的な描写は、図示されていない外科手術用具の動作に相関して変化する
とよく、それは、例えば、各正方形の部分４１，４２，４３の幅を互いに個別に変化させ
てもよいし、各正方形の部分４１，４２，４３のコーナ角度を互いに個別に変化させても
よいし、各正方形の部分４１，４２，４３の色および／もしくは色のパターンを互いに個
別に変化させてもよいし、中心領域４０の寸法および／もしくは形状を変化させてもよい
し、または、それらの任意の組み合わせによって変化させてもよい。例えば、中心領域４
０の寸法は、外科手術用具と、例えば、外科手術用具から長手方向の遠位方向に見た、最
小侵襲性手術空洞表面部分との間の距離を示すことができる。各正方形の部分４１，４２
，４３のうちの１つ以上の正方形形状に沿った色または色のバリエーションは、用具の配
向を示すことができ、また、各正方形の部分４１，４２，４３の幅および／またはコーナ
角度は、空洞表面部分の外形を示すことができる。外科手術用具が動作するときに、描写
は、外科手術用具の動作に相関する方式で変化する。
【０１７８】
　外科手術用具の動作のリアルタイム相関描写の別の例が、図９に図示されている。描写
は、平坦なスクリーンの形態の表示部５０の上に表示される。描写は、図示されていない
外科手術用具の動作に相関したパターンの動的な変化を含む。パターンは、線の格子を含
むクロスハッチング式のパターン５１であり、線の格子は、外科手術用具が表面部分から
遠くにあるときには、平行で真っ直ぐな交差した線になっており、一方、外科手術用具が
表面部分から選択された距離の中にあるときには、表面の外形に依存して、参照記号５３
によって図示されているように線は曲がっている。それと同時に、平行な線同士の間の距
離は、外科手術用具と、例えば、外科手術用具から長手方向の遠位方向に見た、最小侵襲
性手術空洞表面部分との間の距離を反映することができる。さらに、交差する線同士の間
の角度は、外科手術用具の配向および角度を示すことができる。外科手術用具が動作する
ときに、描写は、外科手術用具の動作に相関する方式で変化する。
【０１７９】
　外科手術用具の動作のリアルタイム相関描写のさらなる例が、図１０に図示されている
。描写は、平坦なスクリーンの形態の表示部６０の上に表示される。描写は、図示されて
いない外科手術用具の動作に相関した光の点６１の動的な変化を含む。光の点６１は、そ
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れらのホーム位置に図示されており、ホーム位置では、外科手術用具は、表面部分から遠
くにあり、光のパターンは、非常に規則的である。外科手術用具が、表面部分から選択さ
れた距離の中にあるときには、光の点の位置は、表面の外形に依存して変化している。そ
れと同時に、光の点の寸法は、外科手術用具と、例えば、外科手術用具から長手方向の遠
位方向に見た、最小侵襲性手術空洞表面部分との間の距離を反映することができる。さら
に、光の点の数、または、光の点の相対的寸法は、外科手術用具の配向および角度を示す
ことができる。外科手術用具が動作するときに、描写は、外科手術用具の動作に相関する
方式で変化する。
【０１８０】
　図１０の描写の変形例が、図１１に図示されている。ここで、光の点７１は、別のホー
ム構成で配置されており、点７１は、例えば、ターゲット領域に対する距離に依存して、
変化する色をさらに有してもよい。
【０１８１】
　図１２に図示されている外科手術用具の動作の時間相関描写は、図示されていない外科
手術用具の動作に相関した環８１，８２，８３，８４の動的な変化を含む。環８１，８２
，８３，８４は、同心円状に配置されており、また、それは、寸法、形状、線の太さ、線
の色、個々の距離に関して変化することができ、並びに／または、表面外形、距離、配向
、および、例えば、先に説明されているような、ユーザに関連し得る他の情報を示すため
の他の方式に関して変化することができる。
【０１８２】
　図１３に図示されている外科手術用具の動作の時間相関描写は、図示されていない外科
手術用具の動作に相関した周囲９１および膨らんだ形状のマーキング９２の動的な変化を
含む。周囲９１の形状、寸法、線の太さ、および／または色は、例えば、表面部分の外形
、外科手術用具と表面部分との間の距離、および／または、外科手術用具の配向に依存し
て変化してもよく、また、膨らんだ形状のマーキング９２は、例えば、外科手術用具とタ
ーゲット領域との間の距離、および、任意の構成として、ターゲット領域に対する外科手
術用具の配向に依存して変化してもよい。点９３は、図示されていない外科手術用具の長
手方向に関するマーカを示している。
【０１８３】
　図１４は、コンピュータシステムを含む描写システムの少なくとも一部を図示しており
、そこでは、描写システムのコンピュータ１０１およびデータ収集システム１０２が図示
されている。データ収集システム１０２は、少なくとも３Ｄ表面データおよびリアルタイ
ム位置データを含むさまざまなデータを収集するように構成されている。収集されたデー
タは、描写データを計算するためにコンピュータ１０１に送信され、描写データは、１つ
以上の表示ユニットに送信され、１つ以上の表示ユニットは、スクリーン１０３、例えば
、ビープ（先に説明されているようなビープ音）などの音描写を表示するための拡声器１
０４、および／または、ウェアラブル表示ユニットの上に表示するためのゴーグル１０５
を含む。
【０１８４】
　理解され得るように、表示および描写は、多くの異なる形態をとることができる。
　図１５の描写システムは、図１４の描写システムの変形例であり、そこでは、スクリー
ン表示部１０３だけが図示されている。描写システムは、内視鏡１０８、および、外科手
術器具を含み、外科手術器具は、図示されていないハンドルおよび外科手術用具１０７を
備えており、図示されていないハンドルは、例えば、ロボットアームの一部を形成してい
るか、または、ロボットアームと一体化されており、外科手術用具１０７は、光パターン
を出射するように構成されている。
【０１８５】
　外科手術用具は、ハンドルを有してもよく、例えば、国際公開第１５１２４１５９号に
説明されているような外科手術器具アッセンブリの形態であってもよい。
　外科手術用具は、図示されていない切開部を通して、患者の皮膚層１０６を通して、最
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小侵襲性手術空洞１００ａの中へ挿入される。光パターンは、関連の表面部分１００ｂに
向けて出射され、光パターン１０９が衝突しており、一部が、最小侵襲性手術空洞１００
ａの表面部分１００ｂから反射および／または散乱されている。内視鏡は、反射および／
または散乱した光パターン１０９を記録するための光学的な記録装置を含み、（リアルタ
イムの）３Ｄ表面データ、リアルタイム位置データ、およびリアルタイム配向データを含
む、収集されたデータが、有線または無線によって、データ収集システム１０２に送信さ
れるとよい。その変形例では、光学的な記録装置１０８は、内視鏡の一部ではなく、内視
鏡進入の部位とは別の場所において、皮膚層１０６を通して挿入されている。別の変形例
では、光学的な記録装置１０８は、外科手術用具に固定されているか、または、外科手術
用具と一体化されている。
【０１８６】
　図１６に図示されている描写システムは、コンピュータシステムを含み、そこでは、描
写システムのコンピュータ１１１およびデータ収集システムが示されている。データ収集
システム１１２ａは、少なくとも３Ｄ表面データおよびリアルタイム位置データを含むさ
まざまなデータを収集するように構成されており、また、描写データを計算するためにコ
ンピュータ１１１にデータを送信するように構成されており、描写データは、スクリーン
１１３を含む１つ以上の表示ユニットに送信される。
【０１８７】
　図示されている実施形態では、描写システムは、内視鏡１１８と、ハンドル１１７ａお
よび外科手術用具１１７を備えた外科手術器具とを含む。外科手術用具は、図１５に説明
されているように、光パターンをさらに出射してもよい。
【０１８８】
　内視鏡１１８は、表面部分および外科手術用具のリアルイメージを記録するための記録
装置を含む。リアルイメージは、コンピュータシステムの二次的なデータ収集システム１
１２ｂの中に収集され、コンピュータに送信され、コンピュータから、それらは、スクリ
ーン１１３の上に表示するために送信され、リアルイメージ１１５がタイムリーに描写１
１９に関連付けられる。
【０１８９】
　示されている図１６では、外科手術器具は、カニューレまたはトロカール１１７ｂを介
して、患者の皮膚層１１６の中の切開部を通して挿入され、カニューレまたはトロカール
１１７ｂは、外科手術用具１１７のためのアクセスポートを生成する。センサＳ２が、外
科手術用具１１７に装着されており、別のセンサＳ１が、カニューレ１１７ｂに装着され
ている。ターゲット領域Ｔが、例示目的のために、表面部分１１０においてマークされて
いる。コンピュータは、例えば、他の手段である記録装置１１８によって記録されたイメ
ージを介して、このターゲット領域Ｔの位置についての情報を有している。各センサＳ１
およびＳ２は、距離センサであってもよく、この距離センサは、ターゲット領域Ｔに対す
るそれぞれの距離ＤｌおよびＤ２を決定し、並びに、ターゲット領域に対するセンサＳ１
，Ｓ２のそれぞれの位置も決定し、それによって、外科手術用具１１７の配向を決定する
ように構成されることが好ましい。任意の構成として、外科手術用具１１７の長手方向は
、ターゲット領域Ｔにおいて、点によってマークされるか、あるいは示されている。
【０１９０】
　リアルイメージ１１５および描写は、互いに隣同士に表示部１１３の上に表示されてい
る。また、ターゲット領域Ｔは、リアルイメージ１１５の上に示されてもよい。描写１１
９は、例えば、水平方向に移動するバーインジケータ１９９ａによって、センサＳ１とタ
ーゲット領域Ｔとの間の距離Ｄ１、および、センサＳ２とターゲット領域Ｔとの間の距離
Ｄ２を示すグラフィカルな描写である。
【０１９１】
　図１７は、３つの連続する時点Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３における外科手術用具１２７の動作の
リアルタイム相関描写を図示しており、そこでは、外科手術用具は、外科手術用具に対し
て長手方向の遠位方向に、表面部分１２０、例えば、表面部分のターゲット領域に対して
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、異なる距離Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３に位置決めされている。距離Ｄ１が相対的に大きくなって
いる時間Ｔ１におけるリアルイメージ１２５の上の描写１２９は、それにしたがって、相
対的に大きくなっている。時間Ｔ２において、距離Ｄ２は、Ｄ１よりも小さくなっており
、描写１２９は、それにしたがって、より小さくなっている。時間Ｔ３において、距離Ｄ
３は、Ｄ２よりも小さくなっており、描写１２９は、それにしたがって、さらに小さくな
っている。表示されるリアルイメージ１２５の寸法は、実質的に一定に維持される。
【０１９２】
　図１８に図示されている描写システムは、コンピュータシステムを含み、そこでは、描
写システムのコンピュータ１３１およびデータ収集システム１３２が示されている。デー
タ収集システム１３２は、少なくとも３Ｄ表面データおよびリアルタイム位置データを含
むさまざまなデータを収集するように構成されており、また、描写データを計算するため
にコンピュータ１３１にデータを送信するように構成されており、描写データは、スクリ
ーン１３３を含む１つ以上の表示ユニットに送信される。描写システムは、内視鏡１３８
、音響センサ１３４、例えば、超音波センサなど、および、ハンドル１３７ａおよび外科
手術用具１３７を備えた外科手術器具をさらに含む。外科手術用具は、図１５に説明され
ているように、光パターンをさらに出射してもよい。
【０１９３】
　内視鏡１３８は、光パターンを出射するための構成体、並びに、表面部分および外科手
術用具１３７のリアルイメージを記録するための記録装置を含む。リアルイメージは、コ
ンピュータシステムのデータ収集システム１３２の中に収集され、コンピュータ１３１に
送信され、コンピュータ１３１から、それらは、スクリーン１３３の上に表示するために
送信され、リアルイメージ１３５がタイムリーに描写１３９と関連付けられるようになっ
ている。
【０１９４】
　示されている図１８では、外科手術器具は、カニューレ１３７ｂを介して、患者の皮膚
層１３６の中の切開部を通して挿入され、カニューレ１３７ｂは、外科手術用具１３７の
ためのアクセスポートを生成する。センサＳ１が、収集リアルタイム位置データのために
、および、データをデータ収集システムに送信するために、外科手術用具１３７に装着さ
れている。内視鏡１３８は、患者の皮膚層１３６の中の別の切開部を通して挿入されてい
る。内視鏡は、クロスハッチング式のパターンなどのような静止パターンを出射しており
、それは、空洞の表面部分１３０の上に衝突して空洞の表面部分１３０から少なくとも部
分的に反射または散乱し、それによって、表面部分の表面外形を明らかにしており、それ
は、内視鏡１３８の記録装置によって、３Ｄ表面データの形態およびリアルイメージの形
態の両方で記録される。音響センサ１３４が、追加的な３Ｄ表面データを記録するために
、患者の皮膚層１３６を通るさらなる切開部を通して挿入されている。すべての記録され
たデータおよびイメージは、データ収集システム１３２に送信される。データおよびイメ
ージは、描写データを計算するためにコンピュータ１３１に送信され、描写データおよび
イメージは、表示されるために表示部１３３にタイムリーに関連した形で送信され、表示
部１３３では、リアルイメージ１３５が表示され、描写１３９ａの一部が、リアルイメー
ジ１３５の上部に表示される。リアルイメージ１３５の上部に表示されている描写１３９
ａの一部は、リアルイメージ１３５に関して少なくとも部分的に透明にするとよい。また
、描写は、グラフィカルな描写パーツ１３９ｂを含み、描写パーツ１３９ｂは、例えば、
リアルイメージのそばに表示されている距離表示の形態になっており、例えば、外科手術
用具とターゲット領域との間の距離を示している。
【０１９５】
　図１９に図示されている描写システムは、描写システムのデータ収集システム１４２お
よびコンピュータ１４１を含む。データ収集システム１４２は、示されていない３Ｄ表面
データ生成手段、位置データ生成手段、および、任意の構成として、先に説明されている
ような他の手段から、さまざまなデータを収集するように構成されており、ここで、デー
タは、少なくとも３Ｄ表面データおよびリアルタイム位置データを含む。データ収集シス
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テム１４２は、先に説明されているようなリアルイメージを収集するようにさらに構成さ
れており、また、描写データを計算するためにデータおよびイメージをコンピュータ１４
１に送信するようにさらに構成されており、描写データおよびイメージは、表示部１４３
ａにタイムリーに関連した形で送信され、表示部１４３ａでは、描写１４９ａの少なくと
も一部が、リアルイメージ１４５の上部に表示される。リアルイメージ１４５の上部に表
示されている描写１４９ａの一部は、リアルイメージ１４５に関して少なくとも部分的に
透明にするとよい。コンピュータは、先に説明されているような複数の性能データセット
を記憶し、また、（例えば、ユーザの改善を決定するために同じユーザによって生成され
る）１つ以上の記憶された性能データセットに対して相対的にユーザの性能を分析および
任意に比較評価を行うようにプログラムされている。図１９の例では、コンピュータシス
テムは、表示されるようにユーザスコア１４９ｂを送信している。描写システムは、最小
侵襲性手術処置のユーザ性能の完全評価をプリントまたは表示するために、プリンタ、他
の表示ユニット、および／または、スマートフォン１４３ｂにさらにデジタル接続されて
いる。完全評価は、タイムリーな比較評価および空間的な外科手術用具動作比較評価の両
方、並びに、任意の他の比較評価を含んでもよい。
【０１９６】
　図２０に図示されている描写システムは、描写システムのデータ収集システム１５２お
よびコンピュータ１５１を含む。データ収集システム１５２は、さまざまな３Ｄ表面デー
タ生成手段、位置データ生成手段、および、任意の構成として、他の手段から、例えば、
先に説明されているような外科手術用具１５７の上の内視鏡記録装置１５８および／また
はセンサから、さまざまなデータを収集するように構成されており、ここで、データは、
少なくとも３Ｄ表面データおよびリアルタイム位置データを含む。データ収集システム１
５２は、先に説明されているようなリアルイメージを収集するようにさらに構成されてお
り、また、描写データを計算するためにデータおよびイメージをコンピュータ１５１に送
信するようにさらに構成されており、描写データおよびイメージは、表示１５３にタイム
リーに関連した形で送信され、表示部１５３では、描写１５９の少なくとも一部が、リア
ルイメージ１５５の上部に表示される。リアルイメージ１５５の上部に表示されている描
写１５９の一部は、リアルイメージ１５５に関して少なくとも部分的に透明にするとよい
。
【０１９７】
　描写システムは、指導担当用制御ユニット１５４ａをさらに含み、指導担当用制御ユニ
ット１５４ａは、そのコンピュータシステムと通信しているか、または、そのコンピュー
タシステムの中に含まれている。指導担当用制御ユニットは、指導担当の指示などのよう
な指導担当の入力を記録するためのデジタルユーザ（指導担当）インターフェースおよび
／または録音機を含む。指導担当の入力データは、指導担当描写１５４ｂとして表示され
るために、コンピュータ１５１を介して表示部１５３に送信される。
【０１９８】
　図２１に図示されている描写システムは、描写システムのデータ収集システム１６２お
よびコンピュータ１６１を含む。データ収集システム１６２は、さまざまな３Ｄ表面デー
タ生成手段、位置データ生成手段、および、任意の構成として、例えば、本明細書で例え
ば以下に説明されているような他の手段から、さまざまなデータを収集するように構成さ
れている。データは、少なくとも３Ｄ表面データおよびリアルタイム位置データを含む。
データ収集システム１６２は、先に説明されているようなリアルイメージを収集するよう
にさらに構成されてもよく、また、描写データを計算するためにデータおよびイメージを
コンピュータ１６１に送信するようにさらに構成されてもよく、描写データおよびイメー
ジは、表示部１６３にタイムリーに関連した形で送信される。
【０１９９】
　図示されている実施形態では、データ生成手段は、内視鏡１６８を含み、内視鏡１６８
は、光パターンを出射するための構成体、並びに、パターンから反射／散乱した光を記録
するための、および、任意の構成として、表面部分および外科手術用具１６７のリアルイ
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ンを出射するための構成体、および、パターンから反射／散乱した光を記録するための記
録装置は、内視鏡１６８の一部ではなく、内視鏡進入の部位とは別の場所において、皮膚
層１６６を通して挿入されている。また、描写システムの外科手術用具１６７は、光パタ
ーンを出射するように構成されている。
【０２００】
　ハンドルを備えた外科手術用具は、例えば、国際公開第１５１２４１５９号に説明され
ているような外科手術器具組立体の形態であってもよい。ハンドルおよび／または外科手
術用具全体は、例えば、ロボットアームに一部であってもよい。
【０２０１】
　内視鏡１６８は、患者の皮膚層１６６の中の切開部を通して挿入されている。内視鏡は
、クロスハッチング式のパターン１６８ａなどのような静止パターンを出射しており、そ
れは、空洞の表面部分の上に衝突しており、また、空洞の表面部分から少なくとも部分的
に反射／散乱されており、それによって、表面部分の表面外形を明らかにしており、それ
は、内視鏡１６８の記録装置によって、３Ｄ表面データの形態、好ましくはリアルイメー
ジの形態の両方で記録されることが好ましい。
【０２０２】
　外科手術用具１６７は、患者の皮膚層１６６を通る別の切開部（または、同じ切開部）
を通して、最小侵襲性手術空洞の中へ挿入されている。光パターンは、関連の表面部分に
向けて出射され、光パターン１６７ａは、最小侵襲性手術空洞の表面部分に衝突して最小
侵襲性手術空洞の表面部分から少なくとも部分的に反射および／または散乱する。外科手
術用具１６７が移動するとき、外科手術用具１６７から出射されるパターン１６７ａは、
内視鏡１６８からの静止パターン１６８ａの上の動的なパターン１６７ａになる。反射お
よび／または散乱した光は、内視鏡１６８の記録装置によって記録されるので、大量の３
Ｄ表面データ、リアルタイム位置データ、および、リアルタイム配向データが得られ、デ
ータ収集システム１６２に送信される。動的なパターンの移動は、例えば、静止パターン
に関係していてもよく、関連の３Ｄデータ、位置データ、および配向データが、三角法の
計算方法を使用して決定されてもよい。
【０２０３】
　描写システムは、ロボットコントローラ１６０をさらに含む。コンピュータ１６１は、
３Ｄ表面データ、リアルタイム空間位置データ、およびリアルタイム配向データを含む、
収集されたデータの少なくとも一部をロボットコントローラ１６０に送信するために、ロ
ボットコントローラ１６０とデータ接続している。ロボットコントローラ１６０は、最小
侵襲性手術処置を実施するための外科手術用具を操作するための示されていないロボット
を制御するように構成されており、また、描写システムは、描写を表示するように構成さ
れており、描写は、ロボットによる外科手術用具の動作のリアルタイム相関描写を含む。
それによって、指導担当、例えば、オペレータは、表示されている描写を介して、その最
小侵襲性手術の実施の間に、ロボットを観察下に維持することができ、それによって、十
分に正確に、または、説明されているように、ロボットが動作するように制御することが
でき、指導担当は、例えば、図２０に示されているような指導担当用制御ユニットを介し
て、指示をロボットコントローラに与えることによって、ロボットを補正することができ
る。
【０２０４】
　図は、概略的なものであり、実寸に描かれておらず、明確化のために簡単化されている
可能性がある。全体を通して、同じ参照番号は、同一のパーツまたは対応するパーツに関
して使用されている。
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